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序序序序                    文文文文 

 

独立行政法人国際協力機構は、ベトナム社会主義共和国と締結した討議議事録（Record of 

Discussion：R/D）に基づき、2010 年 7 月より技術協力「農産物の生産体制及び制度運営能力向上

プロジェクト」を約 3 年 6 カ月間の計画で実施してきました。 

今般、本プロジェクトの協力期間終了を 2013 年 12 月末に控え、当機構は 2013 年 6 月 24 日か

ら同年 7 月 5 日までの間、終了時評価調査団を現地に派遣し、ベトナム社会主義共和国側評価チ

ームと合同で、これまでの活動実績等について総合的評価を行いました。これらの評価結果は、

日本国・ベトナム社会主義共和国双方の評価チームによる討議を経て合同評価報告書としてまと

められ、署名・交換のうえ、両国の関係機関に提出されました。本報告書が、今後広く活用され、

日本国・ベトナム社会主義共和国両国の国際協力の推進に寄与することを願うものです。 

最後に、本調査の実施にあたり、ご協力を頂いたベトナム社会主義共和国関係機関並びにわが

国関係各位に対し、厚く御礼を申し上げるとともに、当機構の業務に対し今後とも一層のご支援

をお願いする次第です。 

 

平成 26 年 1 月 

 

独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長    熊代熊代熊代熊代    輝義輝義輝義輝義 
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農業農村開発省農作物生産局との 

キックオフ会合 

 各省 C/P との面談（ハロン市経済局） 
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プロジェクトで整備したイネのDUSテスト圃場 

（バリア・ブンタウ試験場） 

 トウモロコシの VCU テスト 

（バリア・ブンタウ試験場） 

 

プロジェクトで供与したトラクター： 

整備状況は良好（バリア・ブンタウ試験場） 

 イネの DUS テスト圃場：発芽床 

（ヴァン・ラム試験場） 

 

野菜の DUS テスト圃場 

（ヴァン・ラム試験場） 
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１．案件の概要 

国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：農産物の生産体制及び制度運営能力向上プロジェク

ト 

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部水田地帯

第一課 

協力金額（評価時点）：約 2 億円 

協力期間 

（R/D）：2010 年 7 月～2013 年

12 月（3 年 6 カ月間） 

先方関係機関：（植物品種保護）農業農村開発省農作物生産

局（MARD/DCP）・国立農産物肥料試験評価センター（NCPFT） 

（安全作物）農業農村開発省農作物生産局農産物生産部

（FCD） 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）において、農業は国の根幹をなす重

要産業であるが、人々の生活の向上や人口の増加等に伴い、農産物の需要は年々高まっており、

作物栽培面積規模も拡大している。農産物生産の拡大に伴い、農薬や化学肥料等の使用量も増

大し、農産物への残留や微生物による汚染などへの懸念から、農産物の安全性の低さが問題と

なっている。ベトナム政府は、農産物の安全性確保は重要な課題であることを認識しているも

のの、安全性の向上には、生産技術のみならず、加工、流通過程での取り組みが必要となるほ

か、土壌、水、大気、農作物の検査体制の確立など幅広い対策が求められることから、十分な

成果を上げられていない状況である。一方、ベトナムは 2006 年に植物の新品種の保護に関す

る国際条約（International Convention for the Protection of New Varieties of Plants：UPOV）に加盟

し、植物品種保護（Plant Variety Protection：PVP）制度の運用と推進を行うことを公約してい

る。公約内容には加盟後 10 年以内（2016 年）の全植物（500～600 種類）の登録申請に対応可

能な品種登録体制の構築も含まれているが、現状では、予算、人材、資機材等の不足や品種登

録システムが十分に機能していないことから、この達成は困難である。PVP 制度の推進は、新

品種の育成及び導入を促進することで、多くの品種が生産、流通され、農家に裨益することが

期待され、ベトナムにおける農産物の生産体制及び制度運営能力を向上するうえで、重要な位

置づけにある。 

かかる状況の下、わが国はベトナムと、2008 年 12 月に日越経済連携協定（日越 EPA）に署

名し、農林水産分野を含む経済上の互恵的協力を行うことで合意した。同協定に基づき、農産

物の生産体制及び制度運営能力の向上を図るため、ベトナムは、安全作物（Safe Crop：SC）生

産の分野において先進事例を有し、アジアで初めての UPOV 加盟国でもあり、PVP 制度に関す

る豊富な技術と経験を有するわが国に、当該分野の技術移転・能力強化、普及に関する技術協

力プロジェクトの実施を要請した。本プロジェクトは、PVP 分野及び安全作物分野の二つの協

力分野から成る案件である。ベトナム国農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural 

Development：MARD）農作物生産局（Department of Crop Production：DCP）を窓口として、3

年 6 カ月間の予定で実施されており、現在、3 名の（長期）専門家（植物品種保護、安全作物、
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業務調整）を派遣し、活動を実施している。 

 

１－２ 協力内容 

PVP 分野については、PVP 制度全体の審査能力が向上することで、新品種の育成や導入が促

進され、将来的に新品種の登録が促進されることをめざすものであり、安全作物分野に関して

はパイロット省の政府機関安全作物担当者の農民へ安全作物生産技術を指導する能力の向上

及び、関係者の安全作物に関する意識の向上を通して、将来的にベトナムの安全作物生産が強

化されることをめざすものである。 

    

（1）上位目標 

＜植物品種保護＞ 

植物品種保護（PVP）制度の強化により、新品種の登録が促進される。 

＜安全作物＞ 

安全作物生産の強化とその普及により、ベトナムにおける農産物生産が改善される。 

 

（2）プロジェクト目標 

＜植物品種保護＞ 

新品種の育成及び導入を促進するための植物品種保護（PVP）制度に関する審査能力が

向上する。 

＜安全作物＞ 

安全作物生産に関する意識と生産技術が向上する。 

 

（3）成 果 

＜植物品種保護＞ 

成果 1：出願された品種に対する審査手続きが改善される。 

成果 2：出願された品種の DUS（Distinctness, Uniformity, Stability：区別性、均一性、安

定性）テストの試験機関において、DUS テスト方法が確立される。 

成果 3：育種に携わる育種関係者、種苗会社、普及員の植物品種保護についての意識が

向上する。 

＜安全作物＞ 

成果 1：パイロット省において、政府機関安全作物担当者の農民へ安全作物生産技術を

指導する能力が向上する。 

成果 2：政府機関安全作物担当者及び農民の安全作物に関する意識が向上する。 

 

（4）投入（レビュー調査時点） 

1）日本側 

長期専門家派遣：PVP：植物品種保護 1 名 

 安全作物：安全作物生産 1 名 

短期専門家派遣：PVP：植物品種保護 6 名 

 安全作物：有機農業・安全作物生産（各 1 名）、第三国専門家（タ
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イ）2 名 

本邦研修： PVP：計 2 回（計 18 名参加） 

 安全作物：計 2 回（計 20 名参加） 

第三国研修： PVP：タイ 1 回（10 名参加）、韓国 1 回（11 名参加） 

 安全作物：タイ 1 回（14 名参加）、インドネシア 1 回（12 名参加） 

機材供与： PVP/安全作物全体で約 2,415 万 4,000 円相当 

現地活動費支出：PVP/安全作物全体で約 4,087 万 972 円 

 

2）ベトナム側 

カウンターパート（C/P）の配置：PVP：MARD・国立農産物肥料試験評価センター

（National Center for Plant and Fertilizer Testing：

NCPFT）のマネジャーレベル 10 名、技術レベル

17 名（両レベルで一部人数の重複あり） 

安全作物：MARD 中央 3 名、各パイロット省・セ

ミパイロット省農業局及び関連機関 3～4 名 

活動費支出： プロジェクト全体で約 785 万 9,048 円程度（2012

年末まで） 

その他： 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総 括 小林 健一郎 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 課長 

植物品種保護（PVP） 川上 司 独立行政法人 種苗管理センター 

安全作物（SC） 角田 幸司 JICA 農村開発部 参事役 

評価分析 1（PVP） 河原 里恵 株式会社 アールクエスト 

評価分析 2（SC） 大橋 由紀 合同会社 適材適所 

協力企画 朝川 知佳 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 職員 

調査期間：2013 年 6 月 17 日～7 月 5 日 調査の種類：終了時評価調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ PVP 分野における成果の達成状況 

（1）アウトプット 1：出願された品種に対する審査手続きが改善される。 

アウトプット 1 はほとんどの活動・アウトプットが既に達成済みである。PVP データ

管理システムの構築が 2013 年 3 月に完了している。本データ管理システムは PVP の出

願及び登録に関するデータの共有と検索を行ううえで（システム化以前と比して）大き

な利便性を有し、以下の機能を備えている。 

① PVP 出願及び登録に関するデータの一元的な管理・統制  

② PVPO（Plant Variety Protection Office：植物品種保護オフィス）、NCPFT と試験場

間の PVP 出願及び承認に関するデータの共有 



 

iv 

③ PVP 出願及び登録（試験経過・結果を含む）に関するデータの検索・参照 

C/P からの、本データ管理システムの有用性への期待は大きく、構築されたシステム

は大きく賞賛されている。プロジェクト終了までに PVPO や対象試験場において、本シ

ステムの運用とデータベースを利用する際のフローについて検証を行い、今後のシステ

ムの活用を確実にしていく必要がある。 

 

（2）アウトプット 2：出願された品種の DUS テストの試験機関において、DUS テスト方

法が確立される。 

指標のほとんどは、プロジェクト終了までに達成される見込みである。既存品種のテ

ストガイドライン（Test Guidelines：TG）の改訂は進行中であり、イネに関しては 2013

年 7 月中に TG が完成の予定である。またトウモロコシの TG も作成完了となる見込み

である。一方、他の 3 植物（トマト、キク、キュウリ）については、終了時評価時点で

は 2 年次の栽培試験を実施中の段階であり、ベトナムにおける同植物の栽培時期を考慮

するとプロジェクト期間中に栽培試験が終了しないことから、TG の改訂が行えないこ

とが確定している。新品種の TG に関してはドラゴンフルーツ、ロンガンの 2 種が完成

済みである。研修はベトナム国内で 8 回（参加者 143 名）、本邦・第三国研修が 4 回（参

加者 37 名）と順調に実施されてきた。上記ベトナム国内研修に加え日本人長期専門家

により週 1 度程度の試験場での訪問指導と技術移転が行われてきている。 

 

（3）アウトプット 3：育種に携わる育種関係者、種苗会社、普及員の植物品種保護につい

ての意識が向上する。 

アウトプット 3 は着実に達成されてきており、今後プロジェクト終了までに達成する

ことが見込まれる。これまでに PVP に関する知識・認識向上のためのセミナーが 3 回実

施され、最終セミナーが 2013 年 9 月に開催予定である。また PVPO のパンフレットは

2013 年 8 月に完成予定である。セミナーの参加者へのヒアリングから、これらセミナー

実施の結果により PVP に関する理解がある程度深まったと考えていることが確認でき

た。今後の課題として、省以下の農業生産分野のスタッフ、例えば普及センターや農業

部門のマネジャー等を対象者とした認識向上を目的とするセミナーも実施していくべ

きである。 

 

３－１－２ PVP 分野プロジェクト目標の達成見込み 

新品種育成や紹介のための PVP 制度の検査・審査能力の向上をめざすプロジェクト目標

は、客観評価はまだ実施されておらず、正確な測定は不可能であるが、終了時評価調査時の

質問票や聞き取りでは技術レベルの C/P のほとんどが、プロジェクト活動を通じて DUS テ

スト手法の知識やスキルが向上したと自己評価している。また、これに加えて、これまでの

海外、国内でのさまざまな研修や JICA 専門家の週例でのテスト方法や栽培技術に係る試験

場での密接な指導の結果から、プロジェクト目標は現時点で既にほぼ達成されていると判断

できる。 

ただし、TG の改訂や DUS テスト実施マニュアルの作成は終了時評価調査時には進行中で

あり、前述のとおり、特に野菜や園芸作物（冬作物）の栽培時期を原因に、TG 改訂や DUS 
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テスト実施マニュアル作成がプロジェクト期間中に完了できないものもある。プロジェクト

期間の半年間の延長を行うことで、ベトナムの DUS テスト実施の基準に則り 2 回の栽培試

験を経て上記の TG 改訂や DUS テスト実施マニュアル作成が十分な質で完成し、プロジェク

ト目標はフルに達成される見込みである。 

 

３－１－３ 安全作物分野における成果の達成状況 

（1）アウトプット 1：パイロット省において、政府機関安全作物担当者の農民へ安全作物

生産技術を指導する能力が向上する。 

評価シートを用いた技術向上レベル測定の結果、インストラクター、モデル農家の双

方において目標値を達成していることが分かり、インストラクターの安全野菜生産の指

導能力は期待どおりに向上していることが確認された。また、インストラクターは安全

野菜の生産について農家を指導するために必要な知識、特に理論的な内容を十分に習得

できたと考えていることが、本終了時評価調査のインタビューにおいても確認できた。

一方、農家にそれらの知識を実践させることについてはまだ難しいと考えていることが

分かった。 

 

（2）アウトプット 2：政府機関安全作物担当者及び農民の安全作物に関する意識が向上す

る。 

活動を通して本プロジェクトに参加している安全作物にかかわる職員や農家の意識

が向上していることが、さまざまな関係者から確認できた。指標 2-1 については、最終

的な達成度はエンドライン調査で確認される予定であり、指標 2-2 については、今後実

施予定のイベントにより目標である 1,000 人の達成が見込まれる。ただし、安全野菜の

販売に関する課題（他の作物との価格差が生まれていない現状）は農家の安全作物の生

産を継続するモチベーションの維持において影響を与えることが指摘されている。 

 

３－１－４ 安全作物分野プロジェクト目標の達成見込み 

モデル農家 114 戸すべてが生産記録を実践していること、パイロット省のインストラクタ

ーの大部分が 80％以上の農家がモデル基礎 GAP（Good Agricultural Practices：適正農業規範）

のクライテリアを満たしていると考えていること、計四つのサイトが「安全作物産地」の認

証を取得したことから、プロジェクト目標「安全作物生産に関する意識と生産技術が向上す

る」は順調に達成されつつあることが確認された。残りのプロジェクト期間で基礎 GAP の

項目に沿った活動、特に生産記録の内容の充実化についてモデル農家に対するモニタリン

グ・フォローアップを継続することで達成度を高めていくことが期待される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

３－２－１ PVP 分野における評価結果 

（1）妥当性 

プロジェクト実施の妥当性はプロジェクト計画当初から継続して高い。ベトナム政府

は 2006 年に UPOV（植物の新品種の保護に関する国際条約）に加盟し、PVP 制度導入

を宣言したが、プロジェクト開始以前は新品種を承認するために必要な DUS テストの 
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実施は実質的に行われていなかった。同国における PVP 制度推進のためには、育成者や

利害関係者を含む新種の出願者の権利保護を確実にし、また農業試験場における PVP 登

録の前提である DUSテストの手法確立という PVP管理システムの向上が必須であった。

プロジェクトのアプローチと設計は国家政策とターゲットグループ（PVPO、NCPFT）

のニーズに十分に合致していると判断される。また、本プロジェクトは日本政府や JICA

のベトナムへの協力方針とも合致しているだけでなく、PVP 制度の技術・知識に関して

の日本の 30 年以上の経験と比較優位性が十分に発揮されるものと判断される。 

 

（2）有効性 

プロジェクトの有効性はやや高い。本プロジェクトでは DUS テスト実施能力の向上

の水準を測る客観的評価はまだ実施されていない（2013 年 10 月に実施予定）が、プロ

ジェクト活動の経過や結果から対象農業試験場の検査官の DUS テスト実施能力の向上

がうかがえ、プロジェクト目標の達成は可能と評価できる。 

品種出願に係る事務的手続きの改善、DUS テスト実施の手法の確立とテスト実施の能

力向上、育成者や育苗業者の意識向上の三つのアウトプットは、プロジェクト目標達成

に妥当性があると考えられる。 

 

（3）効率性 

効率性はやや高いと判断される。投入について、幾つかの機材の投入時期に遅れはあ

ったものの、日本側の専門家配置、予算措置は非常に適切であった。特に、DUS テスト

実施やその記録に必要であるトラクター、種子保存庫、カメラ、プリンター等の機材の

投入はテスト実施のための作業や効率性を高める点でベトナム側に大きく賞賛され、専

門家の指導の下、適切に利用されている。  

終了時評価時点の三つのアウトプットの達成度は、アウトプット 2 のみ当初プロジェ

クト期間内に TG や DUS テスト実施マニュアルが完成しない見込みである。活動からア

ウトプットへの外部条件の論理構成では、プロジェクト期間の前半期には主要な技術

C/P の異動があり、ベトナム側の人員配置が不安定な時期があった。プロジェクトの中

期に DCP 局長と協議、合意がなされ、この問題はプロジェクト後半期にはやや改善が

みられた。 

 

（4）インパクト 

インパクトはやや高いと予測される。上位目標の達成は可能であると見込まれ、その

理由は近年の PVP への出願数の増加傾向、とりわけ 2012 年の国内出願数の急増から推

測できる。また、プロジェクトの効果や達成事項はベトナムの PVP 制度、特に法制度や

基準設置にプラスの影響を与えることが期待される。 

他方、上位目標達成のためには、本プロジェクトでこれまで実施してきた活動のみな

らず、提言で記載するさまざまな努力や改善を行っていくことが求められる。 

 

（5）自立発展性 

自立発展性は、概してやや高いと判断される一方、DUS テスト実施や発展に対するベ 
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トナム側の予算措置や農業試験場における中核的な技術要員の配置やその安定等で不確

実性を残す要因もある。 

政策、制度面ではベトナム側の PVP に関する政策や戦略に関しては今後も変更がない

と見込まれる。組織面では、ベトナム側で農業試験場における DUS テスト実施の処理

数・処理能力を調査し農業試験場の再編成の可能性を検討中であり、場合によっては農

業試験場の再編成が行われる可能性がある。財政面に関しては、ベトナム側の農業試験

場への予算措置の不十分さが、DUS テストの実施や進行に影響を与えてきている。DUS

テストの能力の維持発展やテスト内容や結果の質の確保、さらに自立発展性を確保する

ためには、予算に加え、農業試験場で中核となる技術要員の安定とその方策の準備が重

要である。 

 

３－２－２ 安全作物分野の評価結果 

（1）妥当性 

妥当性は高いと判断される。本プロジェクトは、国内の農産物の安全の向上に向けた

ベトナム社会のニーズやベトナム政府の政策及び農産物の高付加価値化や安全性確保

への貢献をめざす日本の支援方針と整合していることが確認された。また本プロジェク

トのアプローチについて、基礎 GAP による小規模農家に対する安全作物生産の促進は

大変適切であると評価されており、課題に対応する手段として適切であることが確認さ

れた。 

 

（2）有効性 

有効性は高いことが確認された。本プロジェクトではアウトプットが発現している結

果として、プロジェクト目標である安全作物生産に関する意識と生産技術の向上におい

ても順調に目標達成に向かっている。残りのプロジェクト期間に基礎 GAP に基づいた

記帳やコントロールポイントの実践をさらに促進していくことで、プロジェクト目標の

達成度がさらに高まることが期待できる。 

 

（3）効率性 

効率性は高いと分析される。本プロジェクトでは小規模農家の現状を考慮してコント

ロールポイントを絞った基礎 GAP のアプローチを導入し、モデル農家へ綿密な指導を

行ったことにより、結果としてアウトプットが発現している。また、投入は活動に効率

良く活用されている。 

 

（4）インパクト 

本評価の時点では、対象省ではプロジェクトの効果の拡大に取り組む意向が確認され

た一方で、プロジェクトの効果を他の省に拡大するための方策は明確になっていない。

また上位目標の達成に向けて農家の生産技術の向上や意識向上と同様に重要である、安

全作物の流通・モニタリング・消費者の意識等の要因にどのように取り組むかが明確に

なっていないことから、インパクトは中程度であると分析される。 
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（5）自立発展性 

現時点では本プロジェクトの自立発展性は中～高程度であると分析される。政策面で

は、ベトナム政府の安全作物の生産への政策的な支援は今後も継続する一方で、国内消

費向けの安全作物生産を促進する具体的かつ現実的な戦略の策定が行われていない。組

織・財政面では、パイロット省・セミパイロット省では活動継続に従事可能な人材が育

成されており、また計画しだいで独自予算や他プログラム予算が活用可能である。技術

面では、作成中のマニュアルが他省への基礎 GAP の普及の際に有効に活用されること

が期待される。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因と問題点及び問題を惹起した要因 

３－３－１ PVP 分野の要因 

（1）効果発現に貢献した要因 

・ PVP に関して高い専門性を有している日本人専門家が、頻繁に対象農業試験場に足

を運び、ベトナムの文化社会背景に合致したアプローチ及び指導方法で技術移転を

行ったことにより、C/P からの高い信頼を得たことが、対象農業試験場の検査官等

が熱心に活動に参加することにつながった。 

・ プロジェクト開始時期から PVPO のプロジェクト・マネジャーが日本人専門家と同

じ事務所で勤務したことで、活動実施の推進や両者側の意志疎通に大きく貢献し

た。 

 

（2）問題点及び問題を惹起した要因 

案件形成時に、下記の要件を把握する必要性が認識された。 

・ PVP 関係各機関の命令系統、実施体制や外部委託の形態についてより詳細な情報や

制度を事前に把握しておく必要があった。 

・ 中央機関とフィールドレベルの情報のギャップが生じていることを把握しておくべ

きであった。 

・ 農業試験場における野菜や園芸作物に関する栽培技術の未熟さや植物試験栽培の経

験の浅さを事前に把握できていなかった。このことが、TG 作成が遅延し計画どお

りに完了しない原因となった。 

・ 種苗育成の状況やその能力のレベルを主要植物だけでなく、他の植物についても把

握しておくべきであった。 

 

３－３－２ 安全作物分野の要因 

（1）効果発現に貢献した要因 

・ パイロット省の C/P は、コミューンの人民委員会など地域の関係者や既存の政府プ

ログラムと良好な連携をもちながら、モデルサイトでのプロジェクト活動の実施に

積極的に取り組んでいる。 

・ パイロット省では、モデルサイトの農協の組合長が TOT（Training of Trainers：トレ

ーナー・トレーニング）研修に参加したことにより、日々のモデル農家の活動のモ

ニタリング等で重要な役割を果たしている。 
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・ 中間レビューの提言に基づき、パイロット省では基礎 GAP を導入したことによる

経済分析が実施され、農薬使用量削減によるコスト減と農薬散布回数減による労働

量減により経済的にも効率性が向上したことが確認され、農家にとって新たな取り

組みを継続するためのモチベーションを高める結果となった。 

・ クアンニン省では、ハロン市の経済局がプロジェクト活動の実施主体となっており、

モデルサイトの活動を市の経済活動推進の戦略と直接的に結びつけた取り組みを

行っている。市の経済局が積極的に活動にあたり市場の関係者等とのスムーズな連

携をもったことにより、販売促進活動の展開が可能となった。 

 

（2）問題点及び問題を惹起した要因 

・ モデルサイトでは、仲買人は安全に生産された野菜とその他の野菜を区別せずに購

入しており、価格差が生じていない。多くのモデル農家は基礎 GAP に基づいて安

全野菜を生産することの重要性や効率性を認識しているものの、このような状況は

農家の安全作物生産への努力を続けるモチベーションを損なう要因となり得る。 

 

３－４ 結 論 

３－４－１ PVP 分野 

・ 終了時評価における調査や分析から、プロジェクトは成功裏に進捗しており、ほとんど

のアウトプットや目標は達成されつつあることが分かった。 

・ その一方で、5 植物の TG や DUS テスト実施マニュアルは、終了時評価時には作成の途

中段階である。ベトナムの試験栽培基準に倣い、2 回のテスト回数を経て、それらの TG

や DUS テスト実施マニュアルが作成されれば、プロジェクト目標は十分に達成され、

またそれらのガイドラインやマニュアルがベトナムでの DUS テストに必要な質と基準

を満たすために活用され、PVP 制度における重要な国家アセットとして持続していく可

能性は高い。 

・ 一方で自立発展性の確保では、DUS テストに係るベトナム側の予算配置、技術要員確保

の方策、テスト制度の質を高めるための組織構成等、ベトナム側の努力を促すべき要因

もある。 

・ 後述の「３－５ 提言」に詳細を記載のとおり、トマト・キク・キュウリの栽培の失敗

による TG 改正の遅延への対応のため、プロジェクト期間の半年間の延長が妥当である

と考える。 

 

結論の要旨は以下のとおりである。 

（1）妥当性：「高い」。ベトナム側・日本側、両方の政策との一貫性があり、またターゲッ

トグループのニーズを満たしている。 

 

（2）有効性：「やや高い」。正確な DUS テスト実施能力の向上というプロジェクト目標は

おおむね、満たされている。一方で、TG や DUS テスト実施マニュアル作成等、プロジ

ェクト期間の終了まで、あるいは終了後にも継続されるべき重要な活動が残っている。

これらのガイドラインやマニュアル作成の進展や完成がなされれば、当初に計画された 
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プロジェクト目標はフルに達成される、と予測される。 

 

（3）効率性：「やや高い」。投入は活動の実施へとおおむね有効に活用され、また三つのア

ウトプットもほぼ、達成されてきている。その半面、上述のとおり、今後の自立発展性

確保への重要な要件となる活動は継続中であり、プロジェクト終了までに終了しないも

のもある。 

 

（4）インパクト：「やや高い」と見込まれる。プロジェクトでは、ベトナムの PVP 制度で

今後も活用できるテスト実施の技術・手法の構築、また PVP に係るデータ管理等、ベト

ナムの有効な国家レベルの資産となるものへの技術移転や構築を行ってきている。これ

らのアセットはプロジェクト終了後も有効に生かされるもの、と推測する。 

 

（5）自立発展性：「やや高い」。上記のとおり、プロジェクトの結果、ベトナム側にとり有

用な成果を上げ、それらのアセットは今後も活用される可能性は高い。その半面、ベト

ナム側の DUS テストに係る予算や技術要員確保の方策の不十分さが、DUS テスト実施

や審査の質の確保や PVP 制度の今後の発展という自立発展性の阻害要因となる可能性

もあるため、ベトナム側によるこれらの点への改善が求められる。 

 

３－４－２ 安全作物分野 

・ 終了時評価における調査や分析から、本プロジェクトはベトナム社会の喫緊の課題に取

り組むものであり妥当性が高いこと、プロジェクト活動は着実に進捗しており、ほとん

どのアウトプットは達成されつつあって、プロジェクト目標の達成が見込まれることが

分かった。これにより、安全作物分野の活動については当初予定どおりの期間で終了す

ることが妥当であると判断する。 

・ プロジェクト終了後の発展的な活動に関しては、対象省ではプロジェクトの効果の拡大

に取り組む意向が確認された一方、その方策は明確になっていないこと、また、モデル

サイトでは仲買人は安全に生産された野菜とその他の野菜を区別せずに同価格で購入

しているため、多くのモデル農家は基礎 GAP に取り組む重要性や効率性を認識してい

るものの今後モチベーションの維持が阻害される可能性があること等の課題がある。 

    

結論の要旨は以下のとおりである。 

（1）妥当性：「高い」。ベトナム側・日本側、両方の政策との一貫性があり、またベトナム

社会のニーズを満たしている。また本プロジェクトのアプローチが課題に対応する手段

として適切であることが確認された。 

 

（2）有効性：「高い」。本プロジェクトではアウトプットが発現している結果としてプロジ

ェクト目標においても順調に達成に向かっており、有効性は高い。 

 

（3）効率性：「高い」。プロジェクト活動を実施した結果としてアウトプットが発現してい

ること、投入は活動に効率良く活用されていることなどから、本プロジェクトは効率性 
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についても高い。 

 

（4）インパクト：「中程度」。本評価の時点では、対象省ではプロジェクトの効果の拡大に

取り組む意向が確認された一方で、プロジェクトの効果を他の省に拡大するための方策

は明確になっていないこと、また上位目標の達成に向けて農家の生産技術の向上や意識

向上と同様に重要であるその他の要因にどのように取り組むかが明確になっていない

ことから、インパクトは中程度であると分析される。 

 

（5）自立発展性：「中～高程度」。政策面での支援は今後も続くことが考えられ、C/P 職員

はプロジェクトの行った技術移転を踏まえ今後も持続的に活動できることが期待でき

るものの、元よりの人材不足及び、予算面に関しては不安要素がある。 

 

３－５ 提 言 

３－５－１ PVP 分野 

（1）DCP、MARD への提言 

1）PVP 体制の強化 

中間評価では主に NCPFT の機能強化についてのみ提言されたが、今後内外に向け

てベトナムの DUS テストの信頼性をアピールしていくためには、統一的で質が高く

均一な技術で DUS テストが実施できる PVP 体制の構築が必要である。そのため、PVP

に係る関係機関全体を含めた新強化案を提案する。 

 

2）PVP データ管理システムの改善 

いまだデータ入力が十分行われていないため、実地に則したシステムの検証が行わ

れていない。C/P が十分に使いこなせるデータ管理システムとするため、プロジェク

ト終了までに日本人専門家とともに実データに基づく各機能の確認、及びシステム機

能の充足を確認する。また、システムの保守管理の徹底、及び関係機関と十分に協議

しつつシステムの改良を行う。 

 

3）DUS テスト担当植物の割り振りの変更 

ヴァン･ラム試験場のキュウリ、コールラビ、キャベツ、植物遺伝資源センター（Plant 

Resource Center：PRC）のカボチャなどについては、栽培条件を改善するために、そ

れらの作物の栽培に適した場所への試験地の変更を提案する。 

 

4）PVP 制度における人材定着のための「専門官」新設 

DUS テスト専門技術者の育成、技術の維持のためにも人材を定着させることが重要

である。栽培試験・審査等を実施する者に、“専門官”としての職位などを与えて責

任をもたせることも検討すべきである。DUS テスト専門技術者を、公平な立場で厳密

に評価・審査を行う者として認定する“専門官”システムの導入を提案する。 
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5）PVP 制度の意識向上の取り組み促進 

ウェブサイトの公開、パンフレットの配布、種苗会社への PVP 制度の説明、Q&A

集の作成等の取り組みを早急に行う。 

 

（2）NCPFT（DCP）への提言 

1）関連機関への栽培技術に関しての協力要請 

国内の試験研究機関、種苗会社等へも栽培技術に関しての協力要請を積極的に実施

する。 

 

2）国内での技術移転促進 

NCPFT 担当者が、出願者である育成者に DUS テスト実施マニュアルを紹介、栽培

技術の意見交換などを行い、DUS テストに関する技術指導を実施し、出願書の技術

質問項目（Technical Questionnaire：TQ）への記載を促す。これにより標準品種の選定

などに利用できる品種情報などさまざまな情報も得ることができ、DUS テストステー

ションの技術に対する信頼性も高まる。  

 

3）TG、マニュアルの完成 

NCPFT は、イネ、トウモロコシ、トマト、キュウリ、キクの 5 件の TG の改訂とそ

れらの DUS テスト実施マニュアルを完成させる。 

 

4）DUS テスト実施のための内部の研修体制整備 

NCPFT は、DUS テスト技術の改善のために内部での研修体制の整備を検討する。 

 

（3）プロジェクトへの提言 

1）PVP 体制の強化 

DCP に提案した「PVP 体制強化案」について、日本人専門家は DCP 内での協議の

場に参加しアドバイスするなどの支援を行い、DCP の取り組み状況をモニターする。 

 

2）PVP データ管理システムの改善 

日本人専門家がシステムの検証を行いやすくするため、また C/P が DUS テスト関

連用語を英語で学びやすいように表示が英語対応となるようシステムに機能を付加

する。 

 

3）アウトプット 2 の「農業試験場での DUS テスト手法の確立」について、トマト、

キュウリ、キクの TG の改訂がプロジェクト実施期間中に完成できない見込みである。

これは、2 年目の栽培試験の終了が 2014 年 3 月となり、プロジェクトの終了期間まで

には栽培を終えることができないためである。このため 2 年目の栽培試験を終了し、

試験の結果からそれぞれの植物の特性を評価するため、2014 年 6 月までプロジェクト

期間を延長することを提案する。プロジェクトの延長理由は以下のとおり。 

① プロジェクト期間の延長は、インプットの遅れではなく、ハノイでの冬作物栽
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培の栽培時期に伴った期間が必要で避けられないものである。 

② 専門家による技術支援がトマト、キク、キュウリの TG の改訂においてまだ必

要であり、これらの作物を含む 5 件の TG の作成は、主要作物、野菜等の園芸

作物をカバーしており、各農場での担当者によるこれらの TG の作成が今後ベ

トナムで他の作物の TGや DUSテスト実施マニュアルを作成する際に参考とな

るためである。 

③ 新品種の出願数の増加が特にトマト、キク、キュウリで今後も期待され、将来

多くの DUS テストを実施するためには、現在作成されている各品種での信頼

のある TG と DUS テスト実施マニュアルの作成と適切な DUS テストの実施、

及びその評価の報告がされることは不可欠である。 

 

３－５－２ 安全作物分野 

（1）プロジェクトに対する提言 

1）農家の基礎 GAP 実践内容の再確認 

基礎 GAP はおおむねモデル地区の農家にほぼ浸透している。しかしながら、農薬

の適正使用及び作業の記録内容については、一部に不十分なところが見受けられた。

各パイロット省の担当職員は、モデル農家に対し農薬の安全使用（空き容器の回収を

含む）、記帳内容等について十分なフォローアップを行うことが必要である。プロジ

ェクトは、この活動がより確実なものとなるよう、各サイトを訪問し、適切な助言を

行う。 

 

2）モデルサイトでの販売活動の促進 

販売活動への支援はプロジェクトの直接的活動の範囲外であるが、ハロン市のモデ

ル農家に対し追加的に行った支援では、販売までの一連の流れを確立した安全作物生

産活動のモデルとして優良事例となりつつある。地域の特性によって適切な販売活動

は異なるが、パイロット省の担当職員はそれぞれのモデルサイトの状況にかんがみ、

適切な販売活動が促進されるように、支援を継続することが望まれる。 

 

3）農家への指導に必要な情報の整理 

指導者の多くは農家が知識を実行に移すための指導が難しいとの認識をもってい

る。プロジェクトは、今後新たな省で基礎 GAP を取り入れるケースも念頭に、現在

作成を進めているマニュアルにはコスト削減や品質改善、基礎 GAP の実践によるメ

リット等、指導の参考となり得るパイロット省での経験・事例を盛り込むとよい。 

 

（2）ベトナム側に対する提言 

1）小規模農家に対する安全作物生産促進のための戦略の明確化と基礎 GAP の活用 

プロジェクトが導入した基礎 GAP は、小規模農家が取り組みやすく、その農産物

の品質・安全性の向上に有効であることが確認された。一方、野菜・果物・茶類の生

産に関する技術規則が 2013 年 7 月から施行される予定であり、小規模農家にこれら

の規則を順守させるための具体的戦略が必要とされている。DCP は、まず、国内向け
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農産物の安全性確保を念頭に、小規模農家における安全作物の生産を促進する手段と

して基礎 GAP の実施を促進するため、基礎 GAP を技術基準とすることが望ましい。 

 

2）消費者、販売業者に対する安全作物の啓発活動の推進 

安全作物に対する一般の消費者及び販売業者の認知度は依然として高くない。ま

た、安全作物自体の流通量が限られているなかで、安全作物を他の農産物と区別して

流通・販売する取り組みも一部の企業のみに限られている。今後、安全作物の生産を

拡大していくために、MARD は産業貿易省や保健省等関係機関と連携し、以下の 3 点

の措置を一層推進していくことが望ましい。 

① 消費者、流通業者の啓発活動の強化（イベントの開催、TV 等メディアの活用） 

② 安全作物への信頼を醸成、維持させるための農産物のモニタリング制度の強化 

③ 安全作物と従来の農産物との区別化を図るための戦略の策定（流通・販売、モ

ニタリング等） 

 

３－６ 教 訓 

３－６－１ PVP 分野 

・ PVP に関連する関係機関との命令系統、業務委託等の業務執行システムを事前に十分確

認する。 

・ 当該国の作物の育種状況や DUS テストの実施能力をプロジェクト開始時点までに可能

な限り把握しておく。特に、主要農作物以外の作物についても調査しておく必要がある。 

・ プロジェクトに関連する機関の数が多い場合、お互いの役割分担や DUS テストの実施

状況などについて情報共有が不十分となることがある。プロジェクトをスムーズに進め

るためにはプロジェクト開始時点において関係機関の間で情報共有を行う機会を十分

確保することが望ましい。 

・ PVP 分野での協力を行う場合、本邦で対応可能な人材が限られており、短期派遣専門家

等リソースの確保が困難となる場合がある。案件形成時には、専門家人材の確保等につ

いて、早めに情報共有を行うなど、日本側関係機関との十分な協議調整が必要である。 

 

３－６－２ 安全作物分野 

・ 技術の普及については、C/P とは別の組織が独自の予算と権限を有しており、プロジェ

クトに対して限定的な協力を得ているにすぎなかった。プロジェクト終了後の他省への

普及を促進するためには、当初から中央レベルで普及方法の改善において協力を得るな

ど、プロジェクトの推進について中央レベルで活動を強調していくことが必要であっ

た。 

・ 省レベルでは、普及を必要とする農家数に対し職員の絶対数が不足している。このよう

な状況に対応し、モデルサイトで効率的に活動を展開するためには、プロジェクト運営

体制の構築にあたり、①省レベルだけでなく、市町村の職員や農協のリーダー等との連

携を確保することや、②市町村が実施主体となることも有効である。 
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第１章第１章第１章第１章    終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

（1）派遣の経緯 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）において、農業は国の根幹をなす

重要産業であるが、人々の生活の向上や人口の増加等に伴い、農産物の需要は年々高まって

おり、作物栽培面積規模も拡大している。農産物生産の拡大に伴い、農薬や化学肥料等の使

用量も増大しており、農産物への残留や微生物による汚染などへの懸念から、農産物の安全

性の低さが問題となっている。ベトナム政府は、農産物の安全性の重要性を認識しているも

のの、安全性の向上には、生産技術のみならず、加工、流通過程での取り組みが必要となる

ほか、土壌、水、大気、農作物の検査体制の確立など幅広い対策が求められることから、十

分な成果を上げられていない状況である。 

一方、ベトナムは 2006 年に植物の新品種の保護に関する国際条約（International Convention 

for the Protection of New Varieties of Plants、略称：UPOV 条約）に加盟し、植物品種保護（PVP）

制度の運用と推進を行うことを公約している。公約内容には加盟後 10 年以内（2016 年）の

全植物（500～600 種類）の登録申請に対応可能な品種登録体制の構築も含まれているが、現

状では、予算、人材、資機材等の不足や品種登録システムが十分に機能していないことから、

この達成は困難である。PVP 制度の推進は、新品種の育成及び導入を促進することで、多く

の品種が生産、流通し、農家が広く裨益を受けることが期待され、ベトナムにおける農産物

の生産体制及び制度運営能力を向上するうえで、重要な位置づけにある。 

かかる状況の下、わが国はベトナムと、2008 年 12 月に日越経済連携協定（日越 EPA）に

署名し、農林水産分野を含む経済上の互恵的協力を行うことで合意した。同協定に基づき、

農産物の生産体制及び制度運営能力の向上を図るため、ベトナムは、安全作物（SC）生産の

分野において先進事例を有し、アジアで初めての UPOV 加盟国でもあり、PVP 制度に関する

豊富な技術と経験を有するわが国に、当該分野の技術移転・能力強化、普及に関する技術協

力プロジェクトの実施を要請した。 

本プロジェクトは、PVP 分野〔PVP 制度の審査管理手順の改訂や DUS（区別性、均一性、

安定性）テスト方法の確立、意識啓発を支援することにより PVP 制度の審査能力の向上を図

ることを目的としている〕及び安全作物分野（パイロット省において、政府機関安全作物担

当者の農民に安全作物生産技術を指導する能力の向上、政府機関安全作物担当者及び農民の

安全作物に関する意識向上を支援することにより、安全作物生産に関する普及活動の効果向

上を図ることを目的としている）の二つの協力分野から成る案件である。それぞれの分野で

ベトナム国農業農村開発省（MARD）農作物生産局（DCP）を窓口として、PVP 分野で

MARD/DCP 及び同局内植物品種保護オフィス（PVPO）、国立農産物肥料試験評価センター

（NCPFT）を、安全作物分野で MARD/DCP 及びパイロット省農業農村開発局（Department of 

Agriculture and Rural Development：DARD）をカウンターパート（C/P）機関として、2010 年

7 月より 2013 年 12 月までの 3 年 6 カ月間の予定で実施されており、現在、3 名の（長期）

専門家（植物品種保護、安全作物、業務調整）を派遣中である。 
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（2）派遣の目的 

2012 年 5 月には中間レビューを実施し、評価 5 項目の観点からプロジェクトの評価を行う

とともに、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の改訂及

びその後のプロジェクト実施に関して提言を行った。今回実施する終了時評価調査は、2013

年 12 月のプロジェクト終了を控え、中間レビューの提言に対する対応経過に加え、プロジ

ェクト活動の実績、成果について評価を行う。また、先方政府に対し今後の事業実施に関す

る提言を行い、今後の類似プロジェクト実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

 

１－２ 調査団員の構成と調査期間 

（1）調査団員の構成 

1）日本側 

担当業務 氏 名 所属・役職 

総 括 小林 健一郎 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 課長 

① 団内の意見調整を図り、調査団として最終的な判断を行う。 

② 他団員の協力を得つつ、ベトナム側関係機関との協議結果を踏まえ、先方評価団長

とともにプロジェクトの総合評価を行い、必要な提言を行う。 

③ 調査団を代表して、評価結果について関係者と協議を行い、その結果を合同評価報

告書に取りまとめ、協議議事録に署名する。 

植物品種保護 川上 司 独立行政法人 種苗管理センター 

① プロジェクト関係者へのインタビュー、質問結果の分析、成果品の確認を通じ、C/P

に対する研修の実績・成果を確認するとともに、担当分野の観点からアウトプット、

プロジェクト目標の達成度を評価する。 

② 担当分野の観点から 5 項目評価に基づく評価・分析を行う。 

③ 他団員とともに、評価の結論、提言及び教訓の内容について検討する。 

④ 上記の結果に基づき、担当分野に係る「合同評価報告書（案）（英文）」を作成する

とともに、合同評価報告会において担当分野に係る評価結果を報告する。 

⑤ 担当分野の調査結果を取りまとめ、同調査報告書（案）（和文）の作成に協力する。 

安全作物 角田 幸司 JICA 農村開発部 参事役 

植物品種保護団員と同様の業務を安全作物分野について行う。 

 

評価分析（1） 河原 里恵 株式会社 アールクエスト 

担当分野：植物品種保護分野に係る評価分析と評価取りまとめ 

① 既存の文献・報告書等をレビューし、プロジェクトの実績・実施プロセスを整理・

分析する。 

② PDM に基づき、プロジェクトの実績、実施プロセス及び評価 5 項目ごとの調査項目

とデータ収集方法、調査方法等を検討し「評価グリッド（和文、英文）」（案）を作

成する。また、既存のデータ・情報と現地で入手・検証すべき情報を整理する。 

③ 評価グリッド（案）に基づき、ベトナム側実施機関関係者（関係省庁など）、専門家、

C/P 等に対する質問票（案）（英文）を作成する。 
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④ プロジェクト関係者（関係機関、専門家、C/P 等）に対するヒアリング等を行い、

プロジェクト実績、活動プロセス等に関する情報、その他データの収集・整理を行

う。 

⑤ 収集したデータを分析し、プロジェクト実績の貢献・阻害要因を抽出する。 

⑥ 文献調査及び収集した結果を総合的に判断し、他団員とともに評価 5 項目の観点か

ら評価を行い、プロジェクトの今後の方向性についても検討する。 

⑦ 担当分野に係る「合同評価報告書（案）（英文）」を作成し、取りまとめに協力する。 

⑧ 協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）（英文）の作成に協力する。 

⑨ 「評価調査結果要約表（和文・英文）」（案）を作成する。 

⑩ 担当分野の調査結果を取りまとめ、同調査報告書（案）（和文）の作成に協力する。 

評価分析（2） 大橋 由紀 合同会社 適材適所 

担当分野：安全作物分野に係る評価分析 

評価分析（1）と同様の業務を担当分野について行う。 

 

協力企画 朝川 知佳 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 職員 

① 評価全体の整理・分析を行ったうえで、相手国関係者と協議のうえ、合同評価報告

書に取りまとめる。 

② 調査及び協議を円滑に実施するため、各団員の業務を調整する。 

③ 評価結果について、他の団員と協力して合同調整委員会にて報告する。 

④ 帰国後、帰国報告会にて調査結果概要を報告するとともに、他の団員と協力して同

調査報告書を作成する。 

 

 

2）ベトナム側 

担当業務 氏 名 所属・役職 

団 長 Mr. Tran Kim Long Deputy Director General in Charge, 

ICD, MARD 

評価分析 Mr. Nguyen Anh Minh Head, Bilateral Corporation Division, 

ICD 

評価分析 Dr. Le Quoc Doanh Director, DCP 

評価分析 Mr. Tran Xuan Dinh Deputy Director, DCP 

安全作物 Dr. Ngyen Nhu Hai Head, Food Crop Division, DCP 

安全作物 Ms. Dao Ngoc Chinh Officer, Food Crop Division, DCP 

植物品種保護 Dr. Ngyen Thanh Minh Senior Officer, PVP Office, DCP 

安全作物/植物品種保護 Ms. Doan Minh Duyen Officer, Administrative Office, DCP 

 

（2）調査期間（詳細は付属資料１のとおり） 

2013 年 6 月 17 日（月）～7 月 5 日（金） 

（6 月 17 日～：評価分析コンサルタントによる先行調査、6 月 24 日～：官団員調査） 
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１－３ 対象プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、ベトナムでの植物品種保護制度（PVP）に係る協力と安全作物生産方式に

関する普及システム改善に係る協力の二つの協力分野から構成されている。 

PVP 分野においては、PVP 制度の審査管理手順の改訂や DUS テスト方法の確立、意識啓発を

支援することにより、PVP 制度の審査能力の向上を図ることを目的としている。 

一方、安全作物分野においては、パイロット省において、政府機関安全作物担当者の農民に安

全作物生産技術を指導する能力の向上、政府機関安全作物担当者及び農民の安全作物に関する意

識向上を支援することにより、安全作物生産に関する普及活動の効果向上を図ることを目的とし

ている。 
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第２章第２章第２章第２章    終了時評価調査の方法終了時評価調査の方法終了時評価調査の方法終了時評価調査の方法 

 

２－１ 終了時評価調査の視点と手法 

本終了時評価調査は、「新 JICA 事業評価ガイドライン 第 1 版」（2010 年 6 月）に沿って、JICA

プロジェクトのマネジメントツールとして用いられる「プロジェクト・デザイン・マトリックス

（PDM）」に基づき、以下の手順で実施した。 

① プロジェクトの現状把握・検証（投入・実績・実施プロセスの確認） 

② ①の結果に基づいた評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に

よる分析 

③ ②の分析結果に基づく今後の活動に対する提言、及び類似案件への参考となり得る教訓の

取りまとめ 

 

２－２ 調査項目と方法 

２－２－１ 調査項目 

本終了時評価の主な調査項目は、以下のとおりであった。 

    

（1）プロジェクト実績の確認 

プロジェクトの投入実績、活動実績、アウトプット（成果）の達成状況、プロジェクト

目標の達成見込みを確認・検証した。 

 

（2）プロジェクト実施プロセスの確認 

プロジェクトの実施プロセスを確認するために、プロジェクト活動を円滑に行うための

実施体制、プロジェクト関係者（日本人専門家、ベトナム側 C/P、プロジェクトチームメ

ンバー、JICA 事務所スタッフなど）間の連携状況、技術移転の方法などを確認・検証した。 

 

（3）評価 5 項目の視点からの分析 

プロジェクトの実績と実施プロセスの確認・検証を通して収集した情報を基に、評価 5

項目によりプロジェクトを分析した。評価 5 項目の概要は、以下に示したとおりである。 

 

項 目 定  義 

妥当性 プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が受

益者のニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、被援

助国及び日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプロ

ーチは妥当か、公的資金である ODA で実施する必要があるかなどといった

「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。 

有効性 プロジェクトの実施により本当に受益者もしくは社会への便益がもたら

されているのか（あるいは、もたらされるのか）を問う視点。プロジェク

ト目標は達成される見込みか、それはプロジェクトのアウトプットの結果

もたらされる見込みか、プロジェクト目標に至るまでの外部条件の影響は

あるか、有効性を貢献・阻害する要因は何か等を分析する。 
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効率性 主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用さ

れているか（あるいは、されるか）を問う視点。プロジェクト目標の達成

度はコスト（投入）に見合うか、より低いコストで達成する代替手段はな

かったか、プロジェクトの実施プロセスの効率性を阻害・促進する要因は

何か等を分析する。 

インパクト プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波

及効果（上位目標の達成度を含む）をみる視点。予期していなかった正・

負の効果・影響を含む。 

自立発展性 援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続しているか（ある

いは、持続の見込みはあるか）を問う視点。 

 

２－２－２ 評価グリッドの作成と情報・データの収集 

調査を実施するに先立ち、評価項目に沿った評価設問を設定した。それぞれの評価設問に対

して、必要な情報・データ、その情報源や収集方法について検討し、評価グリッド〔付属資料

４．協議議事録及び合同終了時評価報告書（英文）Annex 2. Evaluation Grid of the Terminal 

Evaluation〕を作成した。本調査のための情報・データの収集は、評価グリッドに沿って実施し

た。具体的な情報・データの収集方法は、以下のとおり。 

 

（1）既存資料のレビューと分析 

プロジェクトに関する入手可能な資料をレビューし、分析に活用した。現地調査前に入

手した主な資料は以下のとおり。 

・ 「詳細計画策定調査報告書」（2010 年 7 月） 

・ 「ベトナム社会主義共和国農産物の生産体制及び制度運営能力向上プロジェクト中

間レビュー調査報告書（2013 年）」 

・ 「技術協力プロジェクト実施運営総括表（第 1 回～第 5 回）」 

・ プロジェクト作成による終了時評価用資料 

・ JCC（Joint Coordinating Committee：合同調整委員会）ミニッツ（第 1 回～第 4 回） 

・ 「対ベトナム国別援助計画（平成 21 年 7 月）」及び「対ベトナム社会主義共和国 国

別援助方針（2012 年 12 月）」 

 

（2）プロジェクト関係者への質問票（アンケート）調査 

現地調査に先立ち、評価分析を担当する団員が、PVP 及び安全作物それぞれの分野につ

いて、プロジェクトの実績、実施プロセス、評価 5 項目に関する質問票を作成し、事前に

ベトナム側プロジェクト関係者（C/P）に配布した。 

 

（3）プロジェクト関係者に対するインタビューの実施 

現地調査中、ベトナム側 C/P、日本人専門家、受益者（安全作物の場合は農協長・モデ

ル農家の代表者）、関連機関、関連ドナー等のプロジェクト関係者と面会し、インタビュ

ーによる情報の収集に努めた。  
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（4）プロジェクト合同調整委員会（JCC）での調査結果の共有 

調査結果は、合同評価チームで内容を検討、合意したのち、第 5 回 JCC にて共有した。 

 

２－２－３ 終了時評価に用いた PDM 

本終了時評価は、現行の PDM である Ver.4（2013 年 1 月承認）に基づき実施した。 

 

２－３ 調査の制約・限界 

本終了時評価調査は、以下のような制約の下で実施された。 

① 限られた時間のなかでの調査であり、情報収集・分析が不十分な点がある可能性がある。 

② インタビューの対象はプロジェクト関係者や受益者の一部のグループに限られたため、す

べての意見を反映しているものではない。 

③ 入手した文献・データのなかには限られた情報・標本から得た内容を取りまとめたものも

含まれており、分析結果に影響が生じている可能性がある。 

④ 調査団員の調査工程への参加は各団員の役割分担により異なるため、理解度や認識にある

程度の差が生じる可能性があり、分析結果に影響が生じている可能性がある。 
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第３章第３章第３章第３章    プロジェクトの実績プロジェクトの実績プロジェクトの実績プロジェクトの実績 

 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本政府からの投入実績 

（1）専門家派遣（詳細は、付属資料４．協議議事録及び合同終了時評価報告書（英文）Annex 

5. Inputs by the Japanese side：Dispatch of Japanese Experts を参照） 

プロジェクト開始から現在まで継続して 3 名の長期専門家を派遣している。うち 1 名は

PVP 及び安全作物の両分野共通で業務調整/研修として派遣されている。各分野に派遣され

ている専門家の投入実績については以下のとおり。 

 

1）PVP 分野 

プロジェクト開始当初から 1 名の植物品種保護分野の長期専門家及び 6 名の短期専門

家が配置された。PVP では日本側からの投入は DUS テストのための栽培試験に用いら

れる機材のトラクターの到着が調達地（タイ）の天候の影響を受け遅れた以外はおおむ

ね順調であり、遅延なく行われてきたが、日本人専門家の投入では、その知識・専門性

や調整能力の高さにより C/P から大きな賞賛を得ている。 

 

2）安全作物分野 

安全作物生産の長期専門家 1 名がプロジェクト開始時から現在まで継続して派遣され

ている。また、短期専門家では、有機農業、安全作物生産の分野で派遣されている。そ

の他、TOT（トレーナー・トレーニング）研修の際に第三国専門家 2 名がタイから一度

派遣された。 

 

（2）機材供与（詳細は、付属資料４．協議議事録及び合同終了時評価報告書（英文）Annex 6. 

Inputs by the Japanese side：Provision of Equipment by the Japanese side を参照） 

主に以下のような機材供与が実施された。終了時評価調査時の視察訪問では、おおむね

有効に活用、維持されていることが確認された。なお、2 分野を合わせた機材供与は、全

体で約 2,415 万 4,000 円

1
相当である。 

 

1）PVP 分野 

・ ネットハウス（トゥ・リエム試験場） 

・ トラクター等の試験栽培用機材（トゥ・リエム、ヴァン･ラム、バリア・ブンタウ

の各試験場） 

・ DUS テスト記録用資機材：カメラ、RHS カラーチャート、物差し（ノギス）、プリ

ンター、コンピューター等（NCPFT、トゥ・リエム、ヴァン･ラム、バリア・ブン

タウの各試験場） 

・ 種子冷蔵保存室（トゥ・リエム、ヴァン･ラム、バリア・ブンタウの各試験場） 

                                                        
1
 ベトナムドン（Vietnamese Dong：VND）での投入（総額 21 億 5,967 万 2,139 VND）があった 2010 年、2011 年、2012 年の

JICA 精算レートの平均（1 VND＝0.00406 円）及び、米ドルでの投入（総額 18 万 6,402 米ドル）があった 2010 年、2011 年

の JICA 精算レートの平均（1 米ドル＝82.54 円）を使用して換算した。 
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2）安全作物分野 

・ 車両 2 台（MARD に配置） 

・ 普及活動をするうえで必要な機材（パソコン、プロジェクター、スクリーン、カメ

ラ）（パイロット省及びセミパイロット省に配置） 

・ 農薬空容器の集積箱（パイロット省及びセミパイロット省に配置） 

・ モデル農家に対し必要な生産資材（野菜種子、肥料、農薬）の提供（パイロット省

のみ） 

・ 生産された農産物を清浄な状態で出荷するための洗い場・出荷調整施設（パイロッ

ト省のみ） 

 

（3）本邦・第三国研修・ベトナム国内研修の実施（詳細は、付属資料４．協議議事録及び合

同終了時評価報告書（英文）Annex 11. Records of C/P Trainings and Seminars を参照） 

1）PVP 分野 

a）C/P 本邦・第三国研修 

表３－１のとおり、本邦・第三国研修は計 4 回実施され、39 名が参加した。また、

表３－２のとおり、ベトナム国内では 8 回の研修が実施され、146 名が研修を受講した。 

 

表３－１ 本邦研修・第三国研修 

研修コース 場所 期 間 参加者数 

1）PVP 制度と DUS テスト 

（ハイレベル C/P） 

日本 2011/06/07-06/17 7 名 

2）既存品種のデータ収集 タイ 2011/07/24-07/29 10 名 

3）PVP 制度と DUS テスト 

（技術レベル C/P） 

日本 2012/06/10-06/23 11 名 

4）PVP 制度 韓国 2012/10/07-10/14 11 名 

計 4 回 39 名 

 

表３－２ ベトナム国内研修 

研修コース 場 所 年度 参加者数 

1）イネ 

2）イネ 

3）トウモロコシ、ダイズ 

4）トマト 

ヴァン・ラム 

ヴァン・ラム 

トゥ・リエム 

トゥ・リエム 

2010 18 名 

23 名 

24 名 

10 名 

1）キュウリ、ジャガイモ 

2）トウガラシ、アンスリウム 

3）トマト、キク 

ヴァン・ラム 

HCMC＋ブンタウ 

NCPFT＋トゥ・リエム 

2011 19 名 

20 名 

25 名 

1）スイカ クアンガイ 2013 7 名 

計 8 回 146 名 

HCMC：Ho Chi Minh City（ホーチミン市） 
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b）ベトナム国内セミナー 

育種関係者、種苗会社や省の農業局スタッフを対象に、PVP 制度に関する意識・知

識向上を目的とするセミナーが終了時評価時点まで 3 回実施されている（2012 年 3 月

にハノイとカントーで実施：オランダとの共催。プロジェクトではこれら 2 回の実施

は 1 回の実施、と記録している。さらに 2012 年にフエ、2013 年にダラット、また最

終セミナーを 2013 年 9 月にビンフック省にて実施の予定）。（参照：後述の表３－５

の活動 3-1） 

 

2）安全作物分野 

表３－３のとおり本邦研修と第三国研修を実施した。 

 

表３－３ 本邦研修及び第三国研修 

研修コース 場所 期 間 参加者数 

1）日本の安全作物生産に関する

取り組み 

日本 2011/10/10-10/20 11 名 

2）近隣国での安全作物生産の取

り組み 

タイ 2011/11/27-12/01 14 名 

3）管理者を対象とした日本の安

全作物生産に関する取り組み 

日本 2012/07/01-07/11 9 名 

4）近隣国での安全作物生産の取

り組み 

インドネシア 2012/10/28-11/03 12 名 

計 4 回 46 名 

 

（4）現地経費（詳細は、付属資料４．協議議事録及び合同終了時評価報告書（英文）Annex 7. 

Inputs by the Japanese side：Financial Support for Local Expense を参照） 

2013 年 3 月末までの各分野の現地経費は以下のとおり。なお、分野別の経費に 2 分野共

通の経費を含めたプロジェクト全体の総額は、約 4,087 万 972 円

2
であった。 

 

1）PVP 分野 

約 1,218 万 17 円

3
（供与機材除く） 

 

2）安全作物分野 

約 1,557 万 973 円

4
（供与機材除く） 

 

３－１－２ ベトナム政府からの投入実績 

（1）C/P の配置（詳細は、付属資料４．協議議事録及び合同終了時評価報告書（英文）Annex 

                                                        
2
 49 万 5,706.15 米ドルを 2010 年・2011 年・2012 年の JICA 精算レートの平均（1 米ドル＝82.45 円）を使用して換算した。 

3
 14 万 7,726.10 米ドルを 2010 年・2011 年・2012 年の JICA 精算レートの平均（1 米ドル＝82.45 円）を使用して換算した。 

4
 18 万 8,853.52 米ドルを 2010 年・2011 年・2012 年の JICA 精算レートの平均（1 米ドル＝82.45 円）を使用して換算した。 
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8. Inputs by the Vietnamese side：Assignment of the Project counterpart personnel を参照） 

 

1）PVP 分野 

PVP では、MARD の DCP 局長がプロジェクト・ディレクター、また PVPO のシニア

オフィサーがプロジェクト・マネジャーを務めてきている。別添 8 のとおり、2013 年 6

～7 月の終了時評価の時点では、C/P として PVPO や NCPFT、試験場等のマネジャーレ

ベルのオフィサーは 10 名、また DUS テストを実施・審査する技術レベルで NCPFT と

トゥ・リエム、ヴァン･ラム、カンガイ、バリア・ブンタウの 4 カ所のプロジェクトの

対象試験場で 17 名の審査官と試験官が配置されている（注：幾人かのマネジャーレベ

ルのオフィサーは試験場で試験官の役割も務めているためこの人数は重複がある）。 

技術人材の配置では、ベトナム側の DUS テストを実施する技術要員である試験官の

人数が実質的に減少していることは憂慮されるべきである。2012 年 5 月の中間レビュー

時点の 16 名に対して、中間レビュー時以降に対象試験場に加わったカンガイでの 3 名

を除けば、終了時評価時点で 14 名、である。この人数減の理由は、主に試験官の退職

や配置転換であり、約 1 年前の中間レビュー時に比較しても、これらの理由を含めてプ

ロジェクトで DUS テスト実施の能力育成を図ってきた 3～4 名の主要な技術 C/P が試験

場における職務から離れている。DUS テストの手法確立やその他のプロジェクトで構築

してきた成果を持続性があるものとし、その質を確保していくためにはベトナム側によ

り技術要員の定着のための改善策が講じられるべきである。 

 

2）安全作物分野 

MARD の DCP ディレクターがプロジェクト・ディレクターとして、DCP の作物課長

がプロジェクト・マネジャーとして配置された。また、プロジェクト・マネジメント・

ユニット（Project Management Unit：PMU）のメンバーとして、作物課の職員 1 名、パ

イロット省・セミパイロット省のプロジェクト活動実施主体となる管理職員が 1 名ずつ

配置された。さらに、各パイロット省・セミパイロット省 2～3 名の技術職員が C/P と

して配置されている。 

 

（2）活動経費（詳細は、付属資料４．協議議事録及び合同終了時評価報告書（英文）Annex 9. 

Inputs by the Vietnamese side：Local Expense for both PVP and SC components を参照） 

2分野共通の費用として約 345万 5,060円
5
の管理経費が支出されたと見積もられており、

プロジェクト全体の 2012 年末までの支出総額は 785 万 9,048 円

6
程度である。各分野の活

動経費実績については以下のとおり。 

 

1）PVP 分野 

DCP/MARD によれば、付属資料４．協議議事録及び合同終了時評価報告書（英文）

Annex 9. Inputs by the Vietnamese side の PVP 支出に係る表に記載の数値は DCP/MARD

（中央機関）負担による経費の概要を示すものである（各地の試験機関による独自の予

                                                        
5
 8 億 5,100 万 VDN を 2010 年・2011 年・2012 年の JICA 精算レートの平均（1 VND＝0.00406 円）を使用して換算した。 

6
 19 億 3,572 万 6,000VND を 2010 年・2011 年・2012 年の JICA 精算レートの平均（1 VND＝0.00406 円）を使用して換算した。 
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算・経費配分等によりベトナム側負担の合計数値を集計することは不可能である）。 

 

2）安全作物 

2012 年末までに約 79 万 5,951 円

7
の活動経費がベトナム側から支出されたと見積もら

れている。 

 

（3）プロジェクト事務所 

MARD 敷地内 DCP の建物に PVP 分野、安全作物分野のそれぞれに 1 部屋ずつ、専門家

及びプロジェクトスタッフ用の事務所スペースが提供された。 

 

３－２ 活動の実施状況 

３－２－１ 植物品種保護分野の活動の実施状況 

PVP では活動は PDM と活動実施計画（Plan of Operations：PO）（英語版）に従って着実に実

施されてきた。終了時評価時点の達成度と進捗の概要を表３－４に示す。2012 年 5 月の中間レ

ビュー時点以前はプロジェクト活動の多くの時間がアウトプット 2 の NCPFT 傘下の対象試験

場における DUS テスト手法の確立に割かれてきていた。その後はアウトプット 1 と 3 に係る

活動も着実に進捗し、プロジェクト期間内におおむねの活動は終了が可能な見通しとなってい

る。表３－５に終了時評価までの活動の進捗・達成の状況と今後に継続すべき活動の概要を記

す。 

 

表３－４ 活動の達成・進捗状況（2013 年 5 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：プロジェクト作成 

  

                                                        
7
 1 億 9,604 万 7,000VND を 2010 年・2011 年・2012 年の JICA 精算レートの平均（1 VND＝0.00406 円）を使用して換算した。 

50% 100%

1-1. 書類審査、名称審査、特性審査の手続 きレ

ビュー

1-2. 審査手続き改善策の提案（出願登録品種情報

管理、TGの改訂、作成を含む）

2-1. DUSテストの実態のレビュー

2-2. TGの改訂・新規作成（既存品種の特性調査、

標準品種の設定を含む。）

2-3. DUSテストの実施支援

2-4. DUSテストの短期集中研修の実施（国内及び海

外）

3-1. 育種関係者、種苗会社、DARDスタッフ向けの

セミナー・ワークショップの実施

3-2. 育種関係者、種苗会社、DARDスタッフ向けの

パンフレットの作成

成果1：出願された品種に対す

る審査手続きが改善される。

成果2：出願された品種のDUS

テスト方法が確立される。

成果3：育種に携わる育種関係

者、種苗会社、普及員の植物

品種保護についての意識が向

上する。
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表３－５ 活動の進捗・達成状況と今後の活動 

活  動 
終了時評価調査時（2013 年 6

～7 月）の達成度・進捗 

今後の活動 

（継続中の活動） 

1.1 To review the current 

administrative procedures 

for examination of applied 

plant varieties at PVPO. 

〔PVPO における審査手

続き（方式審査、名称審

査、特性審査）の現状の

レビュー〕 

・PVP に関しプロジェクト以

前に記録整理された印刷物

や書面の資料・データは

PVPO により検証され、改

めて PC に入力済みである。 

・完了済み 

1.2 To make suggestions for 

improvement of 

administrative procedures 

based on reviews and carry 

out at least 1 to 2 measures. 

〔レビュー結果を基に、

改善策を提案、少なくと

も 1～2 件の提案事項を

実行（例：コンピュータ

ーベースの登録情報デー

タベースの導入等）〕 

・2013 年 3 月に PVP データ管

理システムの作成は完了済

み 

・対象試験場での PC へのデー

タベース設定や利用方法の

初期的ガイダンスは同月に

実施 

・2013 年 5 月にデータ管理シ

ステムに係る正式なガイダ

ンス・説明会をハノイで実

施済み 

・データ管理システムと同時

に、PVP に係るウェブサイ

ト構築が 2012 年に開始さ

れ、2013 年 3 月に終了した。

現在、ウェブサイトの運用

に関し PVPO で最終的な準

備と調整を行っている。 

・完了済み 

 

2.1 To review the present 

conditions of DUS tests. 

（DUS テストの現状のレ

ビュー） 

・2010 年 8 月に全国 12 のう

ち 11カ所の農業試験場を対

象に訪問調査を実施済み 

・最終報告書は準備中であり、

プロジェクト期間中に最終

報告書を完成する予定 

・ベトナムにおける DUS

テストを実施・審査し

ている機関の概要は

今後、調査報告書とし

て整理される予定 



 

－14－ 

2.2 To revise and develop TGs. 

〔TG の改訂・作成（既存

品種の特性調査、標準品

種の設定を含む）〕 

・試験場では DUS テスト実施

のための標準品種の特定が

なされていないことが分か

った。標準品種を設定する

ためには TG の改訂が必要

となった。 

・さらに試験場での標準品種

設定のための栽培試験の経

験・技術不足が判明し、形

質の調査方法等を記録する

DUS テスト実施マニュアル

の作成が必要となった。 

・イネとトウモロコシの標準

品種の選定はプロジェクト

終了期間までに終了の予定

である。 

・トマト、キュウリ、キクの

既存品種特性の調査実施の

必要があり、2013 年 9 月ご

ろより 2 年次の栽培試験を

開始の予定である。 

・イネとトウモロコシの

標準品種の選定 

・栽培テスト結果に基づ

くトマト、キュウリ、

キクの既存品種の特

性調査 

2.3 To support implementation 

of DUS tests. 

（DUS テストの実施の支

援） 

・日本人長期専門家により対

象試験場でイネ、トウモロ

コシ、キュウリ、キクに関

する DUS テスト実施（特に

特性調査とその DUS 判定

方法の指導や技術移転を実

施してきておりプロジェク

ト終了まで継続する） 

・DUS テスト実施の正確性や

テスト結果の質を確保する

ために、栽培方法の指導も

実施してきており、プロジ

ェクト終了まで継続され

る。 

・上記専門家による対象試験

場への訪問指導はおよそ 1

週間に一度程度と頻度は高

く、C/P への技術指導は密

接に実施されてきている。 

・DUS テスト手法の確立

のための技術支援は

プロジェクト終了期

間まで継続的に行う。 
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2.4 To support intensive 

training of DUS tests. 

〔DUS テストの短期集中

研修の実施（国内及び海

外）〕 

 

・本邦・第三国研修（参照：

表３－１） 

①2011 年：2 回、17 名（日

本：7、タイ：10） 

②2012 年：2 回、22 名（日

本：11、韓国：11） 

・ほとんどの研修がプロジェ

クト期間の初期に実施され

た。その理由は： 

①DUS テスト手法の習得には

時間がかかるため、初期の

段階から研修を実施した。 

②PVPOが2010年に研修用の

予算を保有していたため。 

・ベトナム国内研修（参照：

表３－２） 

以下のとおり、計 8 回の国

内研修に 146 名が参加した。 

①2010 年：4 回、75 名 

②2011 年：3 回、64 名 

③2013 年：1 回、7 名 

・完了済み：すべての海

外研修と国内研修を

実施済み 

3.1 To hold seminars and 

orientation meetings to 

raise awareness on PVP 

system for stakeholders 

such as breeders, seed 

companies, DARD staff, 

etc. 

（育種関係者、種苗会社、

DARD 職員など利害関係

者向けの PVP 制度啓もう

のためのセミナーや説明

会の実施） 

・PVP 制度に係る利害関係機

関（育成者・種苗会社、省

DARD スタッフ）対象のセ

ミナーを以下のとおり 3

回、実施済みである。 

①ハノイ&カントー（オラ

ンダとの共催、2012 年 3

月）：130 名 

②フエ（2012 年 12 月）：42

名 

③ダラット（2013 年 5 月）：

60 名 

④ビンフック（ベトナム北

部）にて最終セミナーを

実施予定（2013 年 9 月） 

・最終セミナーは 2013

年の 9 月に開催予定で

ある。 

・終了時評価時のハノイ

でのベトナム種子貿

易業者協会（VSTA）

や種子会社への聞き

取り調査でこれらの

会社では PVP 制度運

用やその便益へ関心

が高まっており、知識

習得に熱心であるこ

とが分かった。 

・よって客観的評価が可

能なデータは存在しな

いものの、セミナー開

催の効果、インパクト

や重要度は高まってい

る、と判断できる。 
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   ・将来的にはセミナー対

象を省 DARD スタッ

フや省以下の関連機

関へ拡大し、より一層

の知識普及を行って

いく必要がある。 

3.2 To develop brochure on 

PVP system and distribute 

them to stakeholders. 

（PVP 啓もうセミナーパ

ンフレットの作成と関係

者への配布） 

・PVP 制度の便益や手続きを

説明するパンフレットは

PVPO スタッフにより作成

中であり、2013 年の 9 月に

完了予定である。このパン

フレットは主に育成者、種

苗業者、DARD スタッフを

対象に下記の目的で作成さ

れている。 

①PVP 制度に関する紹介 

②出願者増加のための宣伝 

③出願候補者や将来の出願

者への出願の案内 

④育成者の権利保護（Plant 

Breeder’s Right：PBR） 

 

・パンフレット作成後に

は、PVPO により 1,500

部を配布の予定であ

る。 

・パンフレット作成と同

時に作成を行ってき

た PVP に関するウェ

ブサイトをプロジェ

クト終了までに公開

の予定である。現在、

最終化への作業中の

ウェブサイトの完成

後には DCP の費用負

担による維持管理の

方策の決定とその承

認が必要である。 

・PVP の認識向上策とし

て実施すべき今後の

方策は下記のとおり

（ PVPO プロジェク

ト ・ マ ネ ジ ャ ー の

案）： 

①PVP セミナーの対

象者の拡大 

②マスメディア（ラジ

オ、TV、新聞等）等

を活用した情報伝

達の開拓 

③農業や法律専攻の

大学における学生

への研修プログラ

ム 
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３－２－２ 安全作物分野の活動の実施状況 

活動は全般的に計画どおりに実施されている。主な活動としては、プロジェクトのデザイン

に沿って、農家への指導を担当するインストラクター（パイロット省・セミパイロット省の

DARD 作物課をはじめとする活動実施主体の技術職員、関連部課・機関の技術職員、農協の組

合長等で、各省 5 名）に対し、主に TOT 研修（全 5 回）による適正農業規範（GAP）に関連す

る技術と農家への指導に関する能力強化を実施した。また、パイロット省 3 省においてはそれ

ぞれのモデルサイトを設定し、各サイト 30～40 名程度のモデル農家に対し研修や指導・モニ

タリングを実施した。セミパイロット省 3 省では、TOT 研修等で得た知識を活用し、DARD の

職員らが独自に同様のモデルを設置し、活動を展開している。プロジェクト側からは農薬の空

容器回収箱の設置やサイトの土壌・水の分析など限られた支援を提供している。 

プロジェクト活動の進捗状況は表３－６に示すとおり。また、各パイロット省・セミパイロ

ット省の活動の進展状況は表３－７に示すとおりである。 

上述のように、主にパイロット省のモデルサイトで安全作物の生産能力の向上に取り組む活

動を進める一方で、クアンニン省のハロン市にあるモデルサイトでは生産された安全野菜を販

売する活動をプロジェクトでも支援している。販売活動への支援は当初の本プロジェクトの枠

組みには含まれていないが、安全作物生産に取り組む農家のモチベーションを維持するために

は販売の促進は欠かすことのできない要因であることを考慮し、追加的に支援を行っている。

ハロン市におけるモデルサイトの活動の実施主体であるハロン市の経済局（クアンニン省の

C/P）が中心となってモデルサイトの農協を支援し、市内の市場内に販売ブースが設置され、

プロジェクトは農協の名前が印刷されたラベルの作成やブースの備品について支援した。 

 

表３－６ プロジェクト活動の進捗状況 

    50％   100％ 

成果 1：安全作物生産の能

力向上 

 

（パイロット省におい

て、政府機関安全作物担

当者の農民へ安全作物生

産技術を指導する能力が

向上する） 

1-1.パイロット省の選定  

       

1-2. パイロット省における安

全作物生産に関する普及シス

テムの現状把握と課題の特定 

 

       

1-3.安全作物生産に係る参加

型の普及活動の実施 
  

       

1-4.農民の安全作物生産支援

のための指針の策定 
  

        

  



 

－18－ 

成果 2：意識の啓発 

 

（政府機関安全作物担当

者及び農民の安全作物に

関する意識が向上する） 

2-1.過去の啓発活動をレビュ

ーし、グッドプラクティスや

教訓を分析 

  

       

2-2.安全作物担当者と農民の

安全作物に関する意識を高め

る活動の実施 

  

       

2-3.安全作物生産に関する意

識啓発活動の指針の策定 
  

資料：プロジェクト作成 

 

表３－７ パイロット省・セミパイロット省のモデルサイトでの活動状況 

省 

モ デ ル

の 設 定

（ モ デ

ル 農 家

数） 

栽 培 地

の 安 全

の確認 

GAP の知識習得 

安全作物

産地認証 

（面積） 

安 全 作

物 生

産・記録

の実践 

生 産 手

法 の 安

全 の 確

認 

消 費 者

へ の 理

解 促

進・販売

の実践 

技術者 
モデル

農家 

1. パイロット省 

フ ン エ ン

省 

41    3 ha    

ハナム省 27    1.45 ha    

ク ア ン ニ

ン省 

46    6.9 ha    

計 114    11.35 ha    

2. セミパイロット省 

ホ ア ビ ン

省 

30    30 ha
8
    

タ イ ビ ン

省 

610    60 ha
9
    

ハ イ フ ォ

ン省 

700    120 ha    

計 1,340    210 ha    

 

 実施済みまたは達成可能  実践中  未達成または今後の取り組み 

  

                                                        
8
 土壌と水の分析は完了しているが、安全作物産地認証の制度が改訂されたため 2012 年 10 月以降は新たな認証が発行されて

いない。 
9
 同上 
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３－３ 成果（アウトプット）及びプロジェクト目標の達成度 

３－３－１ 植物品種保護分野における成果の達成状況 

アウトプット 1 Administrative procedures for examination of applied plant varieties are 

improved.（出願された植物品種の審査手続き・登録の改善） 

指標（PDM Ver. 4） 達成状況と今後の見込み 

1-1 PVP application/registration data is 

managed by PVPO through improved 

administrative procedures. 

（改善された審査手続きにより、

PVP 登録データが PVPO で一元的

に管理される） 

<達成済み達成済み達成済み達成済み> 

・プロジェクト以前に PVP について文書で保存さ

れていたデータや情報は PC にソフトデータとし

ての移植・保管を終了済み。 

1-2 

 

PVP application/registration data is 

shared among PVPO, NCPFT and 

DUS testing stations. 

（PVPO、NCPFT、DUS 実施機関

の間で、PVP 登録データが共有さ

れる） 

<PVP 出願出願出願出願 /承認承認承認承認 /登録のデータ管理システムは登録のデータ管理システムは登録のデータ管理システムは登録のデータ管理システムは

2013 年年年年 3 月に完成し、月に完成し、月に完成し、月に完成し、2013 年年年年 5 月に正式なガイダ月に正式なガイダ月に正式なガイダ月に正式なガイダ

ンスを開催済みンスを開催済みンスを開催済みンスを開催済み> 

・PVP データシステムの構築により、出願/承認に

関連して以下の機能が備わり、迅速なデータの

検索が可能な体制が整った。 

①PVP 出願/登録に関するデータの一元的な管

理・統制 

②PVPO、NCPFT と試験場間の PVP 出願/承認

に関するデータの共有 

③PVP 出願/登録（試験経過・結果含む）に関

するデータの検索・参照 

・PVP データ管理システムは 2012 年 12 月から開

発が開始され（同じくプロジェクトで支援した

PVP のウェブサイト開発と合わせてベトナム国

内コンサルタントへ委託された）、2013 年 3 月に

完成した。 

・上記データベースは現在、PVPO、NCPFT セン

ター、対象 4 試験場（北部 2 カ所：ヴァン・ラ

ム、トゥ・リエムとカンガイ、バリア・ブンタ

ウ）に設置されている。運用に関する初期的な

説明は 2013 年 3 月に設置と同時に行われてお

り、同年 5 月にハノイで運用に係る正式な説明

と講習が実施された。 

・ 2013 年 12 月までにデータ運用でのバグ等の修

正を完了の予定（現地委託コンサルタントとの

契約では 12 月が修正の最終締切り） 

1-3 PVP application/registration data can 

be searched and retrieved smoothly. 

（PVP 登録データの検索が現状よ

り迅速にできるようになる） 

 

アウトプットアウトプットアウトプットアウトプット 1 の全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込み：：：： 

・PVP データ管理システムの構築は完了済み。 
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・C/P からのデータシステムの有用性には期待が大きく、データシステム構築は大きく賞賛

されている。データ管理システムは PVP 出願/登録に関する情報・データの共有と検索を

行ううえで（データ構築以前と比して）大きな利便性を有する。 

・プロジェクト終了までに PVPO や対象試験場で、この管理システムの運用とデータベース

利用のフロー等を検証し、今後のシステムの活用を確実にしていく必要がある。 

 

アウトプット 2 The DUS testing method is established at testing centers（stations）.（農業試

験場での DUS テスト手法の確立） 

指標（PDM Ver. 4） 達成状況と今後の見込み 

2-1 5 to 6 existing TGs are 

revised and 2 to 3 new 

TGs are developed. 

（既存の 5～6 件の

TG が改訂され、2～3

件の新しいTGが作成

される） 

<既存品種の既存品種の既存品種の既存品種の TG の改訂の改訂の改訂の改訂：：：：進行中。イネ及びトウモロコシに関進行中。イネ及びトウモロコシに関進行中。イネ及びトウモロコシに関進行中。イネ及びトウモロコシに関

してはしてはしてはしては 2013 年年年年 7～～～～8 月中にテストガイドライン（月中にテストガイドライン（月中にテストガイドライン（月中にテストガイドライン（TG）が完成）が完成）が完成）が完成

の予定であるが、他のの予定であるが、他のの予定であるが、他のの予定であるが、他の 3 植物は植物は植物は植物は 2 年次テストを実施中で、それ年次テストを実施中で、それ年次テストを実施中で、それ年次テストを実施中で、それ

ら植物の栽培時期のタイミングが原因でプロジェクト期間中ら植物の栽培時期のタイミングが原因でプロジェクト期間中ら植物の栽培時期のタイミングが原因でプロジェクト期間中ら植物の栽培時期のタイミングが原因でプロジェクト期間中

の栽培試験終了やの栽培試験終了やの栽培試験終了やの栽培試験終了や TG の改訂は不可能であるの改訂は不可能であるの改訂は不可能であるの改訂は不可能である> 

・標準品種の同定を含む既存 TG の改訂は下記の表に示す 5 植

物を対象としている。この改訂の過程で、ヴァン・ラム試験

場でのイネを例に、統一された DUS テスト実施マニュアル

作成の方法が指導されてきた。同様の方法で、トゥ・リエム

試験場においてトウモロコシの既存 TG の改訂が開始されて

いる。 

・下記に記載のとおりハノイでは冬作物となる野菜と園芸作物

の栽培時期により、プロジェクト期間の終了までに 2 年次テ

ストは終了できない植物がある。 

・終了時評価調査時までの既存品種の TG 改訂の進捗は以下の

とおり。 

 

<既存品種の既存品種の既存品種の既存品種の TG 改訂の進捗改訂の進捗改訂の進捗改訂の進捗：：：：5 植物植物植物植物> 

植物名 試験場 達成度・進捗 

イ ネ ヴァン・ 

ラム 

・イネの標準品種のための DUS

テスト実施マニュアルはほぼ

完成しており、2013 年 7～8 月

に標準品種を含む改訂版が完

成の予定である。 

トウモロコ

シ 

トゥ・リ

エム 

・2 年次の栽培試験データの整理

中であり 2013 年の 8 月中に終

了する予定である。 

トマト トゥ・リ

エム 

・30 品種の 1 年次試験は 2012 年

9 月に開始された。 

・2 年次試験は 2013 年の 9 月に
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開始され、2014 年 3 月ごろに

終了の予定である。 

キ ク 

 

トゥ・リ

エム 

・ベトナムの新基準に沿って品種

特性を調査するための栽培試

験を実施中。 

・1 年次試験は 2012 年に開始さ

れ、2 年次試験は 2014 年 3 月

ごろに終了の予定である。 

キュウリ ヴァン・ 

ラム 

・DUS テストは 2011 年、2012 年

と 2 度実施されている。 

・2012 年は 12 品種の既存品種の

テストを実施した。 

・2 年次試験は 15 品種を対象に

2013 年の 9 月～10 月に開始さ

れ、2014 年の 2 月に終了の予

定である。 

 

<新種に係る新種に係る新種に係る新種に係る TG の作成の作成の作成の作成：：：：達成済み達成済み達成済み達成済み> 

植物名 作成者 達成度 

ドラゴンフル

ーツ 

 

PVPO スタ

ッ フ と 試

験 機 関 の

協調 

（FAVRI
10
、

SOFRI
11
） 

・2 種の果実の TG のドラフト

は 2012 年に作成済み。 

・これらのドラフトは MARD

の TG 認定委員会で承認済み

である。 

ロガン 

ライチ ・2012 年に 1 年次調査は実施

済み。しかし、2 年次調査は

PVPOにより延期されたまま

である。 
 

2-2 4 to 6 of trainings

（including OJTs）are 

conducted at testing 

stations under NCPFT. 

〔NCPFT 傘下の DUS

テスト実施機関にお

いて、4～6 回の研修

（OJT を含む）が実施

される〕 

<達成済み達成済み達成済み達成済み>（参照：上述の表３－２、活動 2.4） 

・集中的な研修の実施： 

①ベトナム国内：8 回、146 名 

②本邦・第三国研修：4 回、37 名（2011 年 17 名、2012 年 20

名） 

・上記ベトナム国内・海外研修に加え日本人長期専門家により

週一度程度の試験場での訪問指導と技術移転が行われてき

ている（ヴァン・ラム、トゥ・リエム両試験場）。 

・プロジェクト期間中に作成された 12 種類の研修用教材は下

                                                        
10 Fruit and Vegetable Research Institute（果樹野菜研究所） 
11 Southern Fruit Research Institute（南部果樹研究所） 
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 記のとおり。プロジェクト終了以降もこれらの教材は活用が

可能である。 

 

<作成された研修教材作成された研修教材作成された研修教材作成された研修教材> 

No. 時 期 研修・セミナー名 
ソフト

コピー 
印刷物 

1 2010 年 9 月 Basic training course for 

PVP system and DUS test 

 x 

2 2010 年 10 月 Basic training course for 

PVP system and DUS test 

 x 

3 2010 年 11 月 Basic training course for 

PVP system and DUS test 

 x 

4 2010 年 12 月 Basic training course for 

PVP system and DUS test 

 x 

5 2011年 3-4月 The intensive training 

course for DUS test 

 x 

6 2011 年 8 月 The intensive training 

course for DUS test 

 x 

7 2011 年 11-12

月 

The intensive training 

course for DUS test 

 x 

8 2012 年 1 月 Workshop for Project 

Activities in 2011 

 x 

9 2012 年 3 月 Seminar on PVP system  x 

10 2012 年 12 月 Seminar on PVP system  x 

11 2013 年 1 月 Workshop on Project 

Activities in 2012 

x  

12 2013 年 5 月 Seminar on PVP system  x 

出所：プロジェクト記録 

2-3 70 to 80% of 

participants（of C/P）

understand DUS test. 

（70～80％以上の研

修参加者が DUS テス

トを理解する） 

<ほぼ達成されている、と評価できるほぼ達成されている、と評価できるほぼ達成されている、と評価できるほぼ達成されている、と評価できる：：：：研修参加者の自己評価研修参加者の自己評価研修参加者の自己評価研修参加者の自己評価

では、では、では、では、DUS テストへの理解が高まっている、としているテストへの理解が高まっている、としているテストへの理解が高まっている、としているテストへの理解が高まっている、としている> 

・プロジェクトでは、技術 C/P を対象とする DUS テストの理

解度に係る客観的評価はまだ実施されていないものの、終了

時評価調査の対象試験場での試験官の質問票返答や聞き取

りの結果では 100％の返答者がプロジェクト開始以前に比較

して、DUS テストの手法は十分～非常に高いレベルで理解で

きている、と返答している。 

・2011 年に実施された 3 回の研修後の質問票の返答では、C/P

の理解度の増加は以下のとおりであった。 

 



 

－23－ 

  
   

研修時期

（2011） 
参加者数 

平均スコアの変化 

（100％のうち） 

事 前 事 後 

3 月～4 月 19  4 72 

8 月 20 57 58 

11 月～12 月 25 64 77 

出所：プロジェクト記録 

 

・技術レベルの C/P を対象に DUS テストの知識とスキルのレ

ベル（レベルの向上）を測る客観評価は日本人専門家とプロ

ジェクト・マネジャーにより 2013 年 10 月に実施される予定

である。 

アウトプットアウトプットアウトプットアウトプット 2 の全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込み：：：： 

・指標のほとんどは、プロジェクト終了までに達成される見込みである。 

・イネ、トウモロコシの TG は完成可能であるが、トマト、キク、キュウリの既存品種の TG

の改訂は、終了期間までに終了は困難である。これは、ベトナムでは品種特性を調査する

ための DUS のテスト基準では 2 回の栽培サイクルでの試験が必須とされているが、ハノ

イでの冬作物のテスト開始時期は 9 月～10 月で、この 2 年次テストは 2013 年度 9 月ごろ

から開始されるため、プロジェクト期間内の終了は不可能となる。 

 

アウトプット 3 The awareness of breeders, seed companies and extension workers on PVP is 

improved.（育成者・種苗会社、農業普及員の PVP システムに関する知識

と認識の向上） 

指標（PDM Ver. 4） 達成状況と今後の見込み 

3-1 At least 70-80% of participants 

understand the PVP system through 

seminar and meetings. 

（PVP 啓もうセミナーや説明会を

通して 7～8 割以上の参加者が、植

物品種保護制度について理解する） 

<達成されている、と推測できる達成されている、と推測できる達成されている、と推測できる達成されている、と推測できる> 

・PVP 制度に係るセミナーは表３－５の活動 3.1

のとおり既に 3 回が実施され、最終セミナーは

2013 年 9 月に予定されている。 

・1 年次、2 年次の参加者は、概して PVP に係る

理解度は「理解した～よく理解した」と質問票

に返答した。 

・終了時評価調査でのハノイでの VSTA と種子会

社への聞き取り結果では PVP 制度に関する知

識や重要性の認識は高まっていることが分か

った。 

・PVPO の見解では、種苗業者の PVP 制度の認識

の高まりはプロジェクトでのセミナー開催も

貢献しているとし、さらにセミナーやワークシ

ョップを開催し、その認識を高めていく必要が

ある、としている。 
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アウトプットアウトプットアウトプットアウトプット 3 の全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込みの全体的な達成度と見込み：：：： 

・プロジェクトでは PVP 制度に関する知識・認識向上のためのセミナーが 3 回、実施された。

セミナー実施の結果により参加者の PVP に関する理解はある程度、深まったと思われる。 

・次の課題として、省以下の農業生産分野のスタッフ、例えば普及センターや農業部門のマ

ネジャー等も認識向上を目的とするセミナーの対象者となっていくべきであろう。 

 

３－３－２ 植物品種保護分野プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標 

 

 

Ability of examination for plant variety protection（PVP）system to promote  

breeding and introduce new varieties is improved.（新品種育成や紹介のため 

のPVP制度の検査・審査能力の向上） 

指標（PDM Ver. 4） 達成度と今後の見込み 

70 to 80% of Counterpart Staff 

in charge of DUS test can 

conduct examinations of DUS 

properly. 

（At least Level 3（out of 5 

levels）is achieved for all the 

items listed in “PVP/DUS 

Examination Capacity Check 

List”） 

〔DUS テストを担当する

C/P の 7～8 割が、特性審査

を 適 切 に 実 施 で き る

（「PVP/DUS 審査能力レベ

ル確認表」に示されたチェッ

ク項目のスコアが、5 段階中

3 以上のレベルになる）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<DUS テスト実施の能力向上に関する客観的な評価はまだ実テスト実施の能力向上に関する客観的な評価はまだ実テスト実施の能力向上に関する客観的な評価はまだ実テスト実施の能力向上に関する客観的な評価はまだ実

施されていないものの、この目標はほぼ達成されている、と施されていないものの、この目標はほぼ達成されている、と施されていないものの、この目標はほぼ達成されている、と施されていないものの、この目標はほぼ達成されている、と

判断できる判断できる判断できる判断できる> 

・既述のとおり、DUS テストを実施する試験官は海外、国内

でのさまざまな研修や JICA専門家の週例でのテスト方法や

栽培技術に係る試験場での密接な指導の結果、その知識と

能力は高まっていると推測できる。 

・一方で試験・審査官の知識やスキルの水準やその向上を測

定する客観評価はまだプロジェクトでは実施されておら

ず、プロジェクト開始当初の知識レベルを知るベースライ

ンデータ・情報は存在しない。 

・日本人専門家によれば、各試験・審査官の DUS テスト実施

能力の測定はチェックシート等を用いる方法で、2013 年 10

月（プロジェクト終了前）にプロジェクト・マネジャーと

共同で実施の予定である。その能力測定の項目は日本人専

門家により検討されているが、主なものとしては下記が想

定されている。 

①DUS テスト手法のチェックシートを用いた確認 

②DUS テストに関する知識・スキルの評価 

③テスト結果の報告作成・その内容の正確性の確認 

・終了時評価調査での聞き取りや質問票の結果では、すべて

の試験官がプロジェクト開始以前に比べて DUS テストの実

施能力と技術は向上した、と返答している（良い～とても

良い、との返答）。 

・アウトプット 2 の達成度で既述のとおり、既存品種の TG 改

訂と DUS テスト実施マニュアルの作成は途中段階である。

イネとトウモロコシに関してはプロジェクト期間に作成終

了は可能であるが、その他の 3 植物（トマト、キク、キュ

ウリ）は、プロジェクト終了までに TG とマニュアルの作成
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は不可能である。これら全 5 種の植物の TG と DUS テスト

マニュアルの完成がなされれば、プロジェクト目標はフル

に達成されることとなろう。 

<上位目標上位目標上位目標上位目標> 

Registration of new varieties is 

promoted through 

strengthening plant variety 

protection（PVP）system. 

（PVP 制度の強化により新

品種の登録が増加・促進され

る） 

指標指標指標指標：Plant species and 

varieties applied and 

registered to PVP system 

continuously increases. 

（PVP制度に申請、登録され

る植物の種類及び品種数が、

継続的に増加する） 

<上位目標達成の見込み上位目標達成の見込み上位目標達成の見込み上位目標達成の見込み：プロジェクト終了後の：プロジェクト終了後の：プロジェクト終了後の：プロジェクト終了後の 2～～～～3 年のう年のう年のう年のう

ちに上位目標が達成される可能性は高い。これは近年の統計ちに上位目標が達成される可能性は高い。これは近年の統計ちに上位目標が達成される可能性は高い。これは近年の統計ちに上位目標が達成される可能性は高い。これは近年の統計

で新品種出願の増加傾向から推測できるで新品種出願の増加傾向から推測できるで新品種出願の増加傾向から推測できるで新品種出願の増加傾向から推測できる> 

・以下の表に、過去 5 年間の PVP（新品種）の出願・承認数

の推移を示す。近年での出願数が着実に伸びている。 

・2012 年は国内出願数の増加は著しい。この傾向から、ベト

ナムでは（プロジェクトの影響もあり）出願者による植物

品種育成者の権利保護（PBR）への関心が高まっている、

と判断できる。 

 

<植物品種出願数と承認数植物品種出願数と承認数植物品種出願数と承認数植物品種出願数と承認数> 

年 
品種出願数 承認数 

国 内 海 外 国 内 海 外 

～2007 45 35 2 3 

2008 2 10 7 6 

2009 34 10 4 7 

2010 49 18 19 4 

2011 27 25 33 27 

2012 81 23 22 19 

計 238 121 87 66 

出所：プロジェクト記録（MARD統計を基に作成されたもの） 

プロジェクト目標の全体的な達成度と見込みプロジェクト目標の全体的な達成度と見込みプロジェクト目標の全体的な達成度と見込みプロジェクト目標の全体的な達成度と見込み：：：： 

・プロジェクト目標の達成度については、終了時評価時点では客観評価がまだ実施されてお

らず、正確な測定は不可能であるが、質問票や聞き取りでは技術レベルの C/P のほとんど

が、さまざまな研修への参加や日本人専門家による密接な指導・技術移転の結果、DUS テ

スト手法の知識やスキルは向上している、と自己評価している。 

・以上の結果から、プロジェクト目標である「植物品種保護に関する試験官・審査官の試験・

審査能力の向上」はほぼ達成されている、と判断できる。 

・一方で、TG の改訂や DUS テスト実施マニュアルの作成は終了時評価調査時にはまだ進行

中であり、特に、前述のとおり、野菜等の園芸作物（冬作物）の栽培時期を原因に、TG

改訂やマニュアル作成はプロジェクト期間内に終了できないものもある。 

・ベトナムの DUS テスト実施の基準に則り、2 回の栽培試験を経て上記の TG 改訂や DUS

テストの作成がなされれば、プロジェクト目標はフルに達成されることとなる。よって、

TG 改訂や DUS テスト実施マニュアルの作成では、その成果物の質が十分に確保される形

で作成や完成が行われるよう、今後の活動計画や方策に考慮が必要である。 
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３－３－３ 安全作物分野における成果の達成状況 

アウトプット 1 The capacity of instructors of safe crop production to instruct techniques of 

producing safe crop to farmers in the pilot province（s）is improved. 

指標（PDM Ver. 4） 達成状況 

1-1 The technical 

level of 

instructors on 

safe crop 

production in the 

pilot province（s）

is increased. 

・インストラクターの技術向上レベルを測定する手段として、中

間レビューの提言により安全作物生産を指導するために必要な

技術・知識の習得度を測定する評価シートが導入された。これ

は、TOT 研修を担当した中央の C/P が各インストラクターに対

して 13 の技術項目を 4 段階で評価するものである。プロジェク

トでは技術レベル 3「技術を理解し農家を指導できる」の達成を

めざしている。 

・2012 年 11 月に同シートを活用した技術レベルの測定が行われた。

その結果、パイロット省・セミパイロット省のインストラクタ

ーの平均値は 3.4 であった

12
。 

・終了時評価時に実施した自己評価では、各普及員の平均値は 3.2

であった

13
。 

・プロジェクトでは 2013 年 10 月に再度技術評価を行い、最終的

な達成状況を確認する予定である。 

1-2 The technical 

level of farmers 

on safe crop 

production in the 

pilot province（s）

is increased. 

・農家の技術向上レベルの測定についても、中間レビューの提言

を受け、同様の評価シートが導入された。これは、インストラ

クターが 13 技術項目において農家の技術を査定するものであ

る。プロジェクトでは技術レベル 3「内容を理解し実践すること

ができる」の達成をめざしている。 

・2013 年の 4～5 月に同シートを活用した技術レベルの測定が行わ

れた。その結果、パイロット省のモデル農家（114 名全員が参加）

の平均値は 3.3 であった。 

全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み：：：： 

・評価シートを用いた技術向上レベル測定の結果、インストラクター、モデル農家の双方に

おいて目標値を達成していることが分かり、インストラクターの安全野菜生産の指導能力

は期待どおりに向上していることが確認された。 

・インストラクターは安全野菜の生産について農家を指導するために必要な知識、特に理論

的な内容を十分に習得できたと考えていることが、本終了時評価調査のインタビューにお

いても確認できた。一方、農家にそれらの知識を実践させることについてはまだ難しいと

考えていることが分かった。 

 

  

                                                        
12

 プロジェクトが実施した調査では、プロジェクトの TOT 研修を受講した 30 名のインストラクター中 29 名が参加して行わ

れた。 
13

 終了時評価調査で実施した質問票調査では、TOT 研修を受講した 30 名のインストラクター中 14 名から回答を得た。調査

項目は評価シートと同じ 13 項目が使用された。 
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アウトプット 2 Awareness of the stakeholders related to safe crop is improved. 

指標（PDM Ver. 4） 達成状況 

2-1 90 numbers of 

model farmers 

willing to 

continue field 

diary record 

keeping at the 

time of the 

Project 

evaluation. 

・プロジェクトでは、「生産記録を取り続けるという意思をもって

いるモデル農家が何人いるか」についてはまだ調査を実施して

おらず、2013 年 10 月に実施予定のエンドライン調査で確認する

予定である。 

・本終了時評価調査がモデル農家に対して行ったインタビューで

は、インタビューに参加した多くのモデル農家が安全野菜を生

産することの重要性を理解しており、生産記録を継続する意思

があることが確認された。継続する理由として、農作業の効率

性が向上したことを挙げた農家もいる。また、消費者のデマン

ドに応えるために生産記録を継続すると答えた農家もいる。一

方、生産した安全野菜を今後どのようにしてその他の野菜と区

別して販売するかが課題となっており、この問題が記録の継続

を含めた安全作物生産の継続意欲を左右することが分かった。 

・本指標ではモデル農家の 79％（114 戸中 90 戸）が記録の継続意

思をもつことを目標としているが、終了時評価調査がパイロッ

ト省のモデルサイトのインストラクターに対して実施した質問

票調査の結果では

14
、インストラクターの 66.7％がモデル農家の

60-70％が継続の意思があると回答、22.2％がモデル農家の

80-90％が継続の意思があると回答、11.1％が継続の意思がある

モデル農家は 50％以下と回答した。なお、多くのインストラク

ターが、安全野菜の販売に関する課題を克服できるかどうかが

農家の継続へのモチベーションを左右すると述べている。 

2-2 1000 numbers of 

participants 

attend 

“Awareness 

events” from 

various 

stakeholders. 

・本プロジェクトでは主に GAP の技術研修を通してパイロット

省・セミパイロット省の技術担当者や対象農家の意識向上に取

り組んできた。それ以外では、2012 年 9 月と 2013 年 6 月に安全

作物生産に関する啓発のためのイベント（ワークショップ及び

セミナー）がハノイ市内で開催され、それまでプロジェクトに

直接関与がなかった政府関係者等の参加もあった。 

・研修を含めた参加者の累計は現時点で 959 名であり、プロジェ

クト終了までに 1,000 名を達成することが見込まれる。 

全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み：：：： 

・活動を通して本プロジェクトに参加している安全作物にかかわる職員や農家の意識が向上

していることが、さまざまな関係者から確認できた。指標 2-1 については、最終的な達成

度はエンドライン調査で確認される予定であり、指標 2-2 については、今後実施予定のイ

ベントにより目標である 1,000 名の達成が見込まれる。 

・同時に、安全野菜の販売に関する課題は安全作物の生産を継続するモチベーションの維持

において影響を与えることが指摘されている。 

                                                        
14

 質問票調査ではパイロット省の 15 名のインストラクター中 9 名から回答を得た。 
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３－３－４ 安全作物分野プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標 Awareness and production techniques on safe crop are improved. 

指標（PDM Ver. 4） 達成状況 

1. 114 number of 

model farmers 

keep records of 

production 

processes. 

・2013 年 2-3 月にプロジェクトが実施したモデル農家の生産記録の

実施状況に関する調査では、モデル農家 114 戸すべてが記録を実

践していることが確認された。 

・そのうち、記録内容については、生産者に対する情報提供・トレ

ーザビリティの情報源として、また農家の経営を改善するための

情報として、十分な内容の生産記録をつけている農家は、全体の

40％程度であった。 

2. Based on the 

concept of “Basic 

GAP”, 90 number 

of model farmers 

satisfied the 

criteria of “Basic 

GAP” 

・「基礎 GAP のクライテリアを満たしている農家の数」に関する調

査はまだ実施されていない。 

・本指標ではモデル農家の 79％（114 戸中 90 戸）が基礎 GAP の項

目を満たすことを目標としている。終了時評価が実施した質問票

調査

15
の結果では、パイロット省のインストラクターの 66.7％が

80-90％の農家が基礎 GAP の項目を満たしていると回答、22.2％

が 60-70％の農家が基礎GAPの項目を満たしていると回答、11.1％

が 100％の農家が基礎 GAP の項目を満たしていると回答した。 

3. More than four

（4）numbers of 

pilot/semi-pilot 

areas of the 

Project 

certificated as 

“Safe crop 

production” 

fields. 

・パイロット省の 3 省すべてのモデルサイトとセミパイロット省の

1 省のサイト、計 4 サイトが「安全作物産地」の認証を取得した。 

・セミパイロット省の残りの 2 サイトでは、プロジェクトの支援に

より農地の水質や土壌の分析は完了した。しかし、安全産地の認

証に関する政府の法令が改定され、現在は産地を対象とした認証

は新たに発行されていない

16
。 

全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み全体的な達成状況と見込み：：：： 

・上述の指標の達成状況から、プロジェクト目標は順調に達成されつつあることが確認され

た。残りのプロジェクト期間で基礎 GAP の項目に沿った活動、特に生産記録の内容の充

実化についてモデル農家に対するモニタリング・フォローアップを継続することで達成度

を高めていくことが期待される。 

 

  

                                                        
15

 質問票調査ではパイロット省の 15 名のインストラクター中 9 名から回答を得た。 
16

 2012 年 10 月に安全作物産地の認証に関する法令が改定された。 
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３－４ プロジェクトの実施体制とプロセス 

３－４－１ 植物品種保護分野の実施体制とプロセス 

プロジェクトの実施体制（安全作物と合同で示すもの）は付属資料３のとおりである。図に

あるとおり、日本人専門家は PVPO や NCPFT と密接な協働を行ってきている。MARD のマネ

ジメントレベルと日本側の大使館、JICA の代表メンバーの参加による合同調整委員会（JCC）

は年に一度、開催されてきており、その会合では活動の進捗や成果が共有されてきた。活動上

の問題や課題は、日常的な C/P との協議や JCC の場で議論され、解決が図られてきた。概して

日本側専門家とベトナム側 C/P を含む関係機関との意思疎通や協力関係は良好、円滑である、

と判断される。 

 

（1）活動の実施プロセスと技術移転の状況 

・ 既述の表３－５「活動の進捗・達成状況と今後の活動」のとおり、野菜等の園芸作物

の試験栽培の時期に起因する DUS テストの活動や TG 改訂の遅れ以外には、ほとんど

の活動は大きな支障はなく、実施されてきた。 

・ 日本人専門家によるベトナム側 C/P、例えば PVPO や対象試験場の試験官への技術移転

は海外・国内研修やセミナー、また頻繁な農場への訪問指導の結果も合わせ、効果的

に実施されてきた、と評価できる。 

・ 終了時評価調査での聞き取りや質問票への返答結果から、全プロジェクト期間を通じ、

日本人専門家の技術力・知識、適切なアプローチや活動での調整能力はベトナム側 C/P

から高く評価されていることが分かった。 

 

（2）プロジェクト計画とモニタリング 

・ JCC はこれまで 4 回実施され（2010 年 12 月、2012 年 1 月、2012 年 5 月、2013 年 1 月）、

日本・ベトナム側合同でのそれまでの活動の進捗のレビュー、活動計画への承認が行

われてきた。終了時評価調査の結果を踏まえ、2013 年の 7 月に最終の JCC が開催され

た。 

・ 必要に応じてほぼ半期に一度の会合も開催され、主に DUS テストの実施に関する活動

の進捗や達成事項のレビューが行われてきた。 

 

（3）意志疎通とオーナーシップ 

・ プロジェクト開始時期から PVPO のプロジェクト・マネジャーが日本側専門家と同じ

執務室で密接に勤務してきた。これにより、活動実施ではベトナム・日本側の良好な

意志疎通が可能となった。 

・ ベトナム側の PVPO と NCPFT の間では DUS テストに関する技術的手続きの検討や検

査官の技術能力向上に関するモニタリング等の定期的な調整のための会合・会議は行

われてきていない様子である。これは自立発展性にもかんがみ、ベトナム側が今後に

行っていくべき課題、と思われる。 

 

（4）PDM の改訂 

PDM は、2012 年 5 月の中間レビューの提言に基づきその内容が検討され、2013 年 1 月の
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JCC にて現在の PDM の改訂（第 4 版）が承認された。 

 

（5）中間レビューにおける提言への対応策と現状 

プロジェクトによる中間レビュー時の提言への対応策の概要と現在の状況を下記に記す。 

提言事項 対応策の概要と現在の状況 

（1）組織的な課題 

1）PVP 登録事務手続き体制

の強化 

 

・PVP データ管理システムは 2013 年 3 月に完成し、運用が開

始された。同システムの目的は下記のとおり。 

①出願・承認された新品種のデータを PVPO 内で一元的に管

理を行う。 

②上記データを PVPO、NCPFT と各試験場で共有する。 

③上記データの検索（類似品種の検索など）を円滑、迅速に

行う。 

・プロジェクトでは各試験場で上記のデータの入力や活用を行

うための技術指導を実施している。 

・中間レビュー時に提言された PVP 制度の手続きの代替案に

ついては、日本人専門家が既にベトナム側と PVP テスト制

度に係る NCPFT の機能強化について協議を行った。 この

協議結果を受け、同専門家がさらなる代替案を検討中であ

る。 

2）現在の登録事務手続きと

テスト方法の詳細分析の

実施 

・調査と分析は実施され、調査・分析結果として分かった事項

は下記のとおりであった。 

①NCPFT 傘下の試験場 

・PVPO、NCPFT 本部、各試験場間で新品種試験の申請、承

認のデータや特性情報が共有されていないことが分かっ

た。 

・既存品種の特性データや試験結果は各試験場で保管され、

PVPO の要請に応じてそれらのデータが送られている。 

②DUS テストを実施することとなっている他の試験場 

・実際には DUS テストが実施されていない試験場が多くあ

ることが分かった。 

・プロジェクトの支援による PVP データ管理システムの構

築により、PVP に係る出願、承認や試験結果等の情報やデ

ータの共有が異なる関係機関の間で可能となった。 

3）新たな PVP データ管理

システムの検討 

・PVP データシステムの構築にあたり、C/P とデータの流れに

ついて議論が行われた。本システムはベトナムでの PVP に

係る出願・承認、DUS テスト実施、テスト結果のデータ管

理、報告や各 DUS 試験場での情報共有等の必要要素を満た

している。 
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・終了時評価調査時に試験場では DUS テスト結果の入力や本

システムの活動はいまだ十分に行われていないことが分か

った。プロジェクト終了時までには DUS テスト結果に係る

データ入力やシステムの機能性の確認が行われ、その運用の

促進が行われるべきである。 

4）各植物品種のマニュアル

の作成 

・試験栽培の方法や品種特性の調査方法について記載した

DUS テスト実施マニュアルは 5 種の植物を対象に作成中で

ある。 

・プロジェクトでは当初は標準品種の選定を含む主要な作物の

TGを改訂する予定であった。しかしながら、試験場でのDUS

テストと栽培技術の経験の不十分さが判明し、日本人専門家

は TG 改訂だけでなく、いくつかの植物の DUS テスト実施

マニュアルの作成への技術移転を行うこととした。 

・既述の３－３－１「植物品種保護分野における成果の達成状

況」にあるとおり、終了時評価調査時には、イネのマニュア

ルはほぼ完成している。これに続いてトウモロコシ、トマト、

キク、キュウリのマニュアルが作成されることとなっている

が、トマト以下の植物は試験場での植物栽培技術の未熟さと

冬作物の栽培時期を原因に、プロジェクト終了までにその完

了は不可能である。 

5）DUS テスト担当植物の割

り振りの再検討 

・DUS テスト実施の質を確保するためには、試験場の作物の

割り振りが検討、変更されるべきである。この提案は終了時

評価報告書の提言に記載する。 

6）PVP に係る DUS テスト

の技術人材の定着化 

・第 4 回 JCC において日本人専門家と DCP 局長は人材の定着

化について意見交換と議論を行い、その後、ベトナム側の技

術人材の配置と定着でやや改善がみられた。 

（2）試験品種の栽培技術に関するもの 

1）試験栽培の技術向上 ・TG 改訂と DUS テスト実施マニュアルを作成するイネ、トウ

モロコシ、キュウリ、トマト、キクの栽培技術が日本人専門

家により技術移転されてきている。本マニュアルには栽培技

術やその記録も掲載されることとなっている。 

2）ベトナム国内における技

術移転の促進 

・2012 年にバリア・ブンタウ試験場でイネの DUS テストが開

始された際には、NCPFT 本部やヴァン・ラム試験場のスタ

ッフがヴァン・ラム試験場で作成中のイネの DUS テスト実

施マニュアルを参考にして技術移転を行った。 

（3）DUS テストに関するもの 

1）テストマニュアルの作成 ・既述のとおり、植物の栽培方法や品種の特性調査を行ううえ

で参考となる DUS テスト実施マニュアルの作成が行われて

きている。 
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2）試験場でのテストマニュ

アルの共有 

・DUS テスト実施マニュアルの作成後に、それらは複製され、

DUS テストの実施各試験場へ配布が行われることとなって

いる。 

・5 種の TG と DUS テスト実施マニュアルの完成により、試験

官はそれまで作成された植物のマニュアルを参考として他

の植物のマニュアルを作成することが可能となる。 

（4）PVP 制度の認識・知識向上に関するもの 

・育種関係・種苗会社や DARD のスタッフ（オフィサーレベル）を対象として PVP の知識・

認識向上を目的とするセミナーは 3 回開催され、最終セミナーを 2013 年 9 月に実施の予

定である。 

・PVP に関するパンフレット作成とウェブサイト構築もプロジェクトにより支援されてお

り、パンフレットは 2013 年 8 月に完成予定である。ウェブサイトは DCP によりウェブサ

イトの維持管理システムに関する承認がなされたのちに公開される予定である。 

 

３－４－２ 安全作物分野の実施体制とプロセス 

（1）管理・実施体制 

本プロジェクトの上位のマネジメント体制として、DCP の作物課の職員、専門家、各パ

イロット省・セミパイロット省の代表から成る中央レベルの PMU が設けられている。省

レベルでの意思決定は、中央の PMU の指揮の下、各省のマネジメントを担当する C/P が

行っている。このような体制の下、活動はスムーズに行われてきた。特に省の C/P が活動

に積極的に携わってきたことは、活動の計画どおりの実施を可能としてきた。一方で、中

央レベルの C/P については、人材の不足や担当する業務の過多などからプロジェクト活動

への関与は限定的であった。 

プロジェクト活動の実施においては、C/P である DCP 作物課以外にも、国立土壌肥料研

究所（National Soil and Fertilizer Institute）
17
、植物保護局（Department of Plant Protection：

DPP）
18
、国立農業普及センター（National Agriculture Extension Center）

19
、果樹野菜研究

所（Fruit and Vegetable Research Institute：FAVRI）
20
、植物保護研究所（Plant Protection  

Institute）
21
、農業システム研究開発センター（Center of Agrarian System Research and 

Development）
22
、農業環境研究所（Agricultural Environment Institute）

23
等の政府関連機関

から必要に応じた連携・協力を得た。 

 

（2）技術移転の方法 

本プロジェクトでは政府職員に対する技術移転は主に TOT 研修により実施された。イ

ンストラクターは各省の体制や人材の状況により DARD の技術職員やその他関連機関や

                                                        
17

 セミパイロット省の土壌・水質の分析、パイロット省のモデル農家が生産した野菜の分析の協力を得た。 
18

 農薬の使用や総合防除（Integrated Pest Management：IPM）に関する情報交換を実施した。 
19

 活動全般の実施、本邦研修の実施において協力を得た。 
20

 GAP の実施に関する情報交換、研修への協力を得た。 
21

 IPM に関する情報交換、TOT 研修への講師派遣等の協力を得た。 
22

 農産物の販売に関する戦略の情報交換、TOT 研修への講師派遣等の協力を得た。 
23

 パイロット省・セミパイロット省の農薬の空容器の回収箱の設置、空容器の処理において協力を得た。 
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自治体から選出された。パイロット省の場合は、モデルサイトの農協組合長も含まれた。

TOT 研修は全部で 5 回実施された。TOT 研修の内容・方法については、パイロット省・セ

ミパイロット省双方の研修参加者により良好であったと評価されている

24
。一方、実際に

技術・知識を適用する際のグッドプラクティスや経験に関するより多くの情報交換を期待

しているとの声も聞かれた。 

パイロット省のモデル農家への研修については、講義は主に技術職員が指導し、実地研

修や指導内容のフォローアップについては職員の支援を得ながらも農協の組合長らによ

って行われた。多くのインストラクターは農家研修の方法は大変良いと評価している

25
。

一方、農家に知識を実際に活用させることは難しいとの声が聞かれた。 

 

（3）PDM の改訂 

プロジェクト開始時、パイロット省・セミパイロット省に関する情報収集や、PDM の指

標の目標値設定に必要な情報収集を目的としたベースライン調査が実施された。その調査

結果を用いて指標の目標値を決定した PDM Ver.2 が第 1 回目の JCC で承認された。中間レ

ビュー時には、調査団から PDM 改訂の提言があり、Ver.3 が承認された。その後、改訂さ

れた指標の目標値を設定し、現行の PDM Ver.4 が第 4 回の JCC で承認された。 

 

（4）中間レビュー提言へのフォローアップ状況 

中間レビュー時の提言

26
に対し、プロジェクトでは以下のようなフォローアップを実施

した。 

中間レビュー提言 フォローアップ状況・現状 

（1）GAP 推進の戦略について 

1）安全作物促進に関する政

策文書の改訂プロセスの

フォローアップ 

プロジェクトでは基礎 GAP の VietGAP（Vietnam Good 

Agricultural Practices：ベトナム適正農業行動規範）との整合

性を保つために、VietGAP の見直しの進捗に注意を払ってき

た。VietGAP の見直しはアジア開発銀行（Asia Development 

Bank：ADB）のプロジェクトの制度支援コンポーネントが実

施している。本終了時評価の時点ではまだ改訂中であり、DCP

によると新しい VietGAP の内容は決定しておらず、改訂には

まだ長い時間がかかるとのことであった。 

2）プロジェクト活動に基づ

いた「基礎 GAP 実施マニ

ュアル」の作成 

プロジェクトでは政府における GAPのレビューや安全作物

生産の実施において技術職員の参考となることを目的に、基

礎 GAP マニュアルを作成している。2013 年 10 月には完成す

る予定である。 

  

                                                        
24

 質問票調査ではインストラクター13 名から回答を得た。そのうち、77％が TOT 研修の内容・手法は「良い」と回答し、23％

は「大変良い」と回答した。 
25

 質問票調査にはパイロット省のインストラクター8 名が回答、うち 63％は「大変良い」、38％は「良い」と回答した。 
26

 合同中間レビュー報告書（英文）と中間レビュー報告書（和文）に記載された提言内容が若干異なるため、ここでは前者

を基に和訳し記述している。 
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（2）技術促進の手法について 

1）インストラクターから農

家への技術促進活動のモ

ニタリングと技術的なア

ドバイスの提供 

TOT 研修の機会に中間レビューで提案された評価シートを

活用してインストラクターの技術レベルが測定された。その

結果を用いて、その後のインストラクターとの会合などで指

導が行われた。 

2）インストラクター及び農

家の安全作物生産技術の

評価シートの作成 

上記と同様に、農家の技術レベルの測定についても中間レ

ビューで提案された評価シートが活用されている。結果は取

りまとめられ、今後の活動のなかで活用される予定である。 

3）技術移転の効率性を査定

するためのモニタリング

ツールの作成 

プロジェクトでは上述の評価シートを活用して技術レベル

を測定している。 

4）農家にとって分かりやす

い教材の作成 

中間レビューでは栽培カレンダーに GAPの情報を盛り込む

ことが提案されたが、対象地域ではさまざまな種類の作目が

栽培されているため、プロジェクトでは GAP の教材は栽培に

関する教材とは分けて作成した。作成された教材は、有機肥

料の作り方、GAP のコンセプト、生産記録等を扱ったもので

ある。 

5）生産記録のチェックリス

トの見直し 

記帳の様式については、作付終了後に農家や関係者の意見

を聞き、農家にとって使い勝手が良くなるよう改訂が行われ

た。チェックリストについても VietGAP との整合性を図りな

がら見直しが行われた。 

6）他ドナーや政府機関の活

動のレビュー及びグッド

プラクティスや教訓の活

用 

ADB、カナダ国際開発庁（Canadian International Development 

Agency：CIDA）、国連食糧農業機関（Food and Agriculture 

Organization：FAO）等のドナーの活動をレビューし、記帳の

様式や内部監査等、いくつかのグッドプラクティスをプロジ

ェクト活動に活用している。 

7）安全作物生産のための技

術普及に関する関係者の

役割や責任の明確化 

プロジェクト活動は中間レビュー時に提案されたタスクリ

ストに基づいて管理された。それぞれのアクターの役割や責

任は、活動開始前に打合せで確認された。 

（3）農家へのインセンティブの提供について 

1）記帳のインパクト評価：

コスト・労働の削減 

経済評価を各モデルサイトで実施し、コスト削減等の効果

について調査した。コスト・労働力の削減の結果は、研修や

ワークショップの際に農家に紹介され、GAP の取り組みへの

モチベーション向上をめざしている。 

2）記帳のインパクト評価：

安全性の確保（生産物の

分析） 

記帳の効果の評価として、モデル農家が生産した野菜のサ

ンプルを VietGAP の基準に準じて分析した。結果、一部の農

家の野菜に基準を超える残留農薬が検出された。よって、イ

ンストラクターは記帳に基づく管理を徹底するよう指導し、

また追加の分析が行われた。 
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3）ベトナムの安全作物生産

に取り組む成功例から経

験を学び農家間で情報を

共有するための国内のス

タディーツアーの実施 

クアンニン省とフンエン省が積極的にダラット市へのスタ

ディーツアーを計画したことから、これら 2 省をプロジェク

トが支援し、スタディーツアーが実施された。ダラットはベ

トナム国内でも安全作物の生産の先進例となっている地域で

ある。参加者はグッドプラクティスから学ぶことができ、安

全作物生産に関する理解が向上したと述べている。 

4）農家、政府職員、仲買人、

小売業者、顧客を含むス

テークホルダーの相互理

解を向上する「啓発イベ

ント」の実施 

研修を兼ねない単独の啓発イベントは、2012 年 9 月と 2013

年 6 月の 2 回実施された。特に、2013 年 6 月のイベントでは

ハノイ周辺の他省から DARD 職員の参加があり、基礎 GAP

を自分たちの省に導入することに関心を示している。イベン

ト後には基礎 GAP に関する問い合わせも来ている。 

5）ラベルの作成等、意識向

上への支援 

プロジェクトではクアンニン省の販売活動を支援してお

り、生産者の情報が印刷されたラベル（結束テープ）で野菜

を束ねて市場で売る活動が行われている。農協はラベルの使

用に関する規準を設けて運用している。 

（4）その他の課題について 

1）パイロット省・セミパイ

ロット省の違い、目的、

実施状況等の明確化 

パイロット省・セミパイロット省の区別については、プロ

ジェクトの段階的な発展や投入量を念頭に専門家と C/P で協

議・決定した。決定内容は、すべての関係者にとって明確に

なるよう、各省に説明し確認された。 

2）（4）－1）の結果に基づい

た投入の必要性・妥当性

の見直し 

上記の決定に沿って投入が決定・確認された。 

3）各省における具体的な活

動計画の策定 

各省では年末に翌年の活動を計画し、計画に沿って活動を

実施している。プロジェクトに関連する活動もその年間計画

に含まれている。 

4）それぞれの活動計画の実

施における役割と責任の

明確化 

各関係者の役割や責任は、中央の安全作物コンポーネント

会議で協議され、確認された。また、各省では活動実施の際

にそれぞれの会合で確認された。 
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第４章第４章第４章第４章    評価評価評価評価 5 項目による評価結果項目による評価結果項目による評価結果項目による評価結果 

 

評価 5 項目による評価結果は下記の整理のとおり。その評定は、高い順から「高い」「やや高

い」「中程度」「やや低い」「低い」である。 

 

４－１ 植物品種保護分野 

４－１－１ 妥当性 

プロジェクト実施の妥当性はプロジェクト計画当初から継続して高い。さらにその妥当性は

下記の理由により以前にもまして高まってきている。 

 

（1）ベトナム政府の政策、ターゲットグループのニーズとの整合性、プロジェクトアプロー

チ・設計の妥当性 

・ ベトナム政府の国家社会経済開発計画と農業分野開発計画では農業生産分野における

競争力や効率性向上をめざしている。 

・ ベトナム政府は 2006 年に UPOV（植物の新品種の保護に関する国際条約）に加盟し、

植物品種保護（PVP）制度導入を宣言した。ベトナムでは植物品種の所有権に係る法

律は 2005 年に制定されていたが、プロジェクト開始以前は新品種を承認するために

必要な DUS テストの実施は実質的に行われていなかった。 

・ 半面、プロジェクト開始時には、ベトナムでの PVP 制度における技術水準、とりわけ

DUS テストは UPOV 加盟時に訓練を受けた人材は既に職場を去り、技術的な経験が

限られており、国際基準には満たないままであった。 

・ ベトナムにおける PVP 制度の推進のためには、育成者や利害関係者を含む新種の出願

者の権利保護を確実にし、また農業試験場における PVP 登録の前提である DUS テス

トの手法確立という PVP 管理システムの向上が必須であり、このアプローチはベトナ

ム政府の国家開発政策と整合している。 

・ プロジェクトはこれらのニーズに基づいて設計され、ベトナムの農業農村開発省

（MARD）傘下の植物品種保護オフィス（PVPO）や国立農産物肥料試験評価センタ

ー（NCPFT）を C/P 機関として活動が実施されてきた。このようにプロジェクトのア

プローチと設計は国家政策とターゲットグループのニーズに十分に合致している、と

判断される。 

 

（2）政府開発援助（ODA）政策と日本政府の政策との整合性 

・ プロジェクトは日本政府のベトナムへの協力方針とも合致している。外務省による国

別援助方針（2009 年）の四つの柱の一つである生計向上のための農村開発支援では、

植物品種保護制度の強化が含まれている。 

・ JICA によるベトナム国支援実施計画（2012 年）でも農業・農村開発は生計・社会環

境の改善と貧富の差の解消に向けた支援課題の一つとなっている。 

・ PVP 制度の技術・知識に関して日本は 30 年以上の経験と比較優位性があり、ベトナ

ムにおける制度向上のための支援実施は日本政府方針と合致している。 
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４－１－２ 有効性 

プロジェクトの有効性はやや高いと判断される。その理由は以下のとおり。 

 

（1）プロジェクト目標達成の見込み 

・ プロジェクトでは DUS テスト実施能力の向上の水準を測る客観的評価はまだ実施さ

れていないが、プロジェクト活動の経過や結果から対象農業試験場の検査官の DUS

テスト実施能力の向上がうかがえ、プロジェクト目標の達成は可能、と判断される。

現在、日本人専門家とプロジェクト・マネジャーが 2013 年 10 月に実施される予定で

ある試験官等の C/P の DUS テスト実施の知識・技術、試験結果の報告書作成能力の

測定を行うための評価項目を検討中である。 

 

（2）プロジェクト目標、三つのアウトプット、外部条件の論理構成 

・ 以下の計画された三つのアウトプットはプロジェクト目標の達成に必須であると判断

される。 

① 新品種出願に係る事務的手続きの改善 

② DUS テスト実施の手法の確立とテスト実施の能力向上 

③ 育成者や種苗業者の PVP 制度における意識向上 

・ プロジェクト目標に至る外部条件では、プロジェクトで訓練を受けた主要な C/P の変

更がプロジェクト前半期に幾つか生じ、その結果としてプロジェクト活動やアウトプ

ット、目標等の達成のタイミングが影響を受けた。 

 

（3）プロジェクト目標達成の貢献要因と阻害要因 

・ 貢献要因としては、日本人専門家の専門知識とアプローチ、プロジェクト・マネジャ

ーのコミットメント、とりわけ対象農業試験場の検査官等の C/P の活動への熱心な参

加、が挙げられる。 

・ 半面、阻害要因となったものは、詳細計画策定調査時の予想に比べて、農業試験場の

試験官の野菜等の園芸作物の栽培経験の未熟さや栽培方法の知識不足があったこと

である。特にキュウリ栽培試験では予想に反し失敗が多く起こり、トマト、キクでは

育苗技術等、栽培技術に改善すべき点があった。終了時評価調査時点においても 3 種

の植物の栽培試験は継続中である。 

 

４－１－３ 効率性 

効率性は以下の理由によりやや高い、と判断される。 

 

（1）投入の適切性（派遣された専門家の知識・技術、人数・時期、研修、資機材、予算や

C/P の配置等） 

・ 投入、特に日本側の専門家配置、予算措置は非常に適切であった。またトラクター等

の幾つかの機材の投入に遅れはあったものの、投入の時期もおおむねは適正であった

と判断される。特に、DUS テスト実施やその記録に必要であるトラクター、種子保存

庫、カメラ、プリンター等の機材の投入はテスト実施のための作業や効率性を高める
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点でベトナム側に大きく賞賛されている。 

 

（2）三つのアウトプットの達成度 

終了時評価時点のアウトプットの達成度は以下のとおり。 

・ アウトプット 1：達成済み。 

・ アウトプット 2：対象農業試験場における試験官の DUS テスト実施の能力は着実に向

上している一方、TG や DUS テスト実施マニュアルの作成が未完成であり、これらの

活動を今後も継続する必要がある。TG や DUS テスト実施マニュアルの作成によりア

ウトプット 2 が達成され、効率性のみならずプロジェクトを通じた努力の結果として

得られる成果の自立発展性が大きく高まる可能性は高い。現在、進行中である 5 植物

の TG とテスト実施マニュアルが完成し、それらが DUS テストの質の確保に活用され

ていけば、非常に有用な国家的アセットとなっていくであろう。 

・ アウトプット 3：2013 年 9 月に予定される最終セミナーを除き、ほぼ終了済み。 

 

（3）活動からアウトプットへの外部条件の論理構成 

・ プロジェクト期間の前半期には主要な技術 C/P の異動があり、不安定な時期があった。

プロジェクトの中期に農作物生産局（DCP）局長との協議、合意がなされ、この問題

はプロジェクト後半期にやや改善がみられた。 

 

（4）プロジェクト実施の支援体 

・ ベトナム側、日本側の管理体制と意思疎通はおおむね問題なく円滑に実施されてきた。

特に、プロジェクト開始時期から PVPO のプロジェクト・マネジャーが日本人専門家

と同じ事務所で勤務したことで、活動実施の推進や両者側の意志疎通に大きく貢献し

た。 

 

４－１－４ インパクト（見込み） 

以下の理由により、インパクトはやや高いと予測される。 

 

（1）上位目標の達成可能性 

・ 上位目標の達成は可能である、と見込まれる。その理由は、近年の統計では PVP への

出願数の増加傾向がみられ、とりわけ 2012 年には国内出願数が急増している。この

傾向からプロジェクト終了後 2-3 年での上位目標の達成は可能、と推測される。 

 

（2）プロジェクト目標から上位目標、外部条件の論理構成 

・ プロジェクト目標から上位目標の論理構成は、PVP 出願数の増加の傾向にあるとおり、

問題はない、と判断される。一方でプロジェクト活動の主軸であり、プロジェクト実

施による効果は、①PVP データ管理システム構築、②DUS テスト実施の質の確保、③

PVP に関する知識や意識向上、の 3 点であるが、これらだけがプロジェクト目標の新

品種導入に関する PVP 制度の検査体制の能力向上や、上位目標の新品種の登録数の増

加の達成に影響する要因ではない。今後のベトナムの PVP 強化や発展には、のちの提
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言に記すさまざまな努力や改善を行っていくことが今後も求められる。外部条件であ

る C/P である技術要員の安定については既述のとおり、プロジェクト後半期には改善

がみられた。 

 

（3）政策や社会経済環境へのインパクト 

・ プロジェクトの効果や達成事項はベトナムの PVP 制度、特に法制度や基準設置にプラ

スの影響を与える、と期待される。プロジェクト開始以前は、ベトナムでは PVP に

係る法制度は存在したものの、PVP 制度の実践には混乱があり、またその概念の理解

は不十分であった。また DUS テストを完全に実施する技術的な機能は備わっていな

かった。 

・ 近年の PVP 出願数の増加にみられるとおり、ベトナムで PVP 制度は認知度が高まっ

ている。これは一面では、プロジェクト実施の影響と推測できる。また DUS テスト

手法の確立は、テスト技術向上そのものだけではなく、将来的には経済発展や輸出入

の促進等に影響を与える可能性がある。 

 

４－１－５ 自立発展性（見込み） 

自立発展性に関しては、概してやや高いと判断されるが、一方で DUS テスト実施や発展に

対するベトナム側の予算措置や農業試験場における中核的な技術要員の配置やその安定等、不

確実性を残す要因がある。 

 

（1）政策、制度面 

・ ベトナム側の PVP に関する政策や戦略に関しては今後も変更がない、と見込まれる。

これはとりわけ、市場の要求である出願数増加に伴う DUS テスト実施の必要件数が

高まってきていることにもよる。 

 

（2）組織・財政面 

・ 終了時評価調査の結果では、ベトナム側で農業試験場における DUS テスト実施の処

理数・処理能力、また農業試験場の再編成の可能性の調査中であり、場合によっては

農業試験場の再編成が行われる可能性もある。よって、その調査結果や今後の議論を

十分に見守る必要がある。 

・ 財政に関しては、ベトナム側の農業試験場への予算措置が不十分であり、その予算不

足が DUS テストの実施や進行に影響を与えてきている。DUS テストの能力の維持発

展やテスト内容や結果の質の確保、さらに自立発展性を確保するためには、予算に加

え、農業試験場で中核となる技術要員の安定とそのための方策が重要である。 

・ 加えて、ハノイの NCPFT（本部）では DUS テスト結果を検定する要員として 3 名の

みが配置となっている。DUS テスト実施とテスト結果の質の確保のために、このセン

ター本部における能力と機能の拡充が必須である。 

 

（3）技術面 

・ プロジェクトにおける達成事項である「PVP データ管理システムの構築」「DUS テス
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ト実施の質の確保」「知識・認識の向上」をかんがみて、プロジェクトの結果、プロ

ジェクト開始以前に比較して、ベトナムの DUS テスト実施の技術向上と PVP データ

管理のシステム改善に資することができた、と判断できる。 

・ DUS テストを担当する試験官や審査官はこれらプロジェクトで成してきた効果と、今

後にプロジェクトで作成・完成予定である、TG と DUS テスト実施マニュアルを活用

し、出願数の増加に伴ってテスト数の実践を積んでいくことにより、その技術力や知

識を維持・拡大することが可能となる。PVP データ管理システムに関する財政、技術

両面の維持管理の方策はプロジェクト終了までに PVPO により確保される予定である。 

 

（4）自立発展性を阻害する可能性がある要因 

・ これまでベトナムの農業試験場間では、試験官の DUS テストに係る知識や技術につ

いて試験場を超えた成果や知識の交換の機会はほとんどなかった。今後は、これを改

善し試験場間において知識、技術の交流の場や機会をより多く設ける必要がある。そ

の結果、テストに関する試験官の技術能力は持続・向上し、また申請者のテスト結果

への信頼性も増す、と考えられる。 

 

４－１－６ 結 論 

・ 終了時評価における調査や分析から、プロジェクトは成功裏に進捗しており、ほとんどの

アウトプットや目標は達成されつつあることが分かった。 

・ その一方で、5 植物の TG や DUS テスト実施マニュアルは、終了時評価時には作成の途中

段階である。ベトナムの試験栽培基準に倣い、2 回のテスト回数を経て、それらの TG や

DUS テスト実施マニュアルが作成されれば、プロジェクト目標は十分に達成され、またそ

れらのガイドラインやマニュアルがベトナムでの DUS テストに必要な質と基準を満たす

ために活用され、PVP 制度における重要な国家アセットとして持続していく可能性は高い。 

・ 一方で自立発展性の確保では、DUS テストに係るベトナム側の予算配置、技術要員確保の

方策、テスト制度の質を高めるための組織構成等、ベトナム側の努力を促すべき要因もあ

る。 

・ 後述の「第５章 提言」に詳細を記載のとおり、トマト・キク・キュウリの栽培の失敗に

よる TG 改訂の遅延への対応のため、プロジェクト期間の半年間の延長が妥当であると考

える。 

 

結論の要旨は以下のとおりである。 

（1）妥当性：「高い」。ベトナム側・日本側、両方の政策との一貫性があり、またターゲット

グループのニーズを満たしている。 

 

（2）有効性：「やや高い」。正確な DUS テスト実施能力の向上というプロジェクト目標はお

おむね、満たされている。一方で、TG や DUS テスト実施マニュアル作成等、プロジェク

ト期間の終了まで、あるいは終了後にも継続されるべき重要な活動が残っている。これら

のガイドラインやマニュアル作成の進展や完成がなされれば、当初に計画されたプロジェ

クト目標はフルに達成される、と予測される。  
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（3）効率性：「やや高い」。投入は活動の実施へとおおむね有効に活用され、また三つのアウ

トプットもほぼ、達成されてきている。その半面、上述のとおり、今後の自立発展性確保

への重要な要件となる活動は継続中であり、プロジェクト終了までに終了しないものもあ

る。 

 

（4）インパクト：「やや高い」と見込まれる。プロジェクトでは、ベトナムの PVP 制度で今

後も活用できるテスト実施の技術・手法の構築、また PVP に係るデータ管理等、ベトナム

の有効な国家レベルの資産となるものへの技術移転や構築を行ってきている。これらのア

セットはプロジェクト終了後も有効に生かされるもの、と推測する。 

 

（5）自立発展性：「やや高い」。上記のとおり、プロジェクトの結果、ベトナム側にとり有用

な成果を上げ、それらのアセットは今後も活用される可能性は高い。その半面、ベトナム

側の DUS テストに係る予算や技術要員確保の方策の不十分さが、DUS テスト実施や審査

の質の確保や PVP 制度の今後の発展という自立発展性の阻害要因となる可能性もあるた

め、ベトナム側によるこれらの点への改善が求められる。 

 

４－２ 安全作物分野 

４－２－１ 妥当性 

本プロジェクトは、ベトナム社会のニーズやベトナム政府の政策及び日本の支援方針と整合

していること、また本プロジェクトのアプローチが課題に対応する手段として適切であること

が確認されたことから、妥当性は高いといえる。分析結果の詳細は以下に示すとおりである。 

 

（1）ベトナム社会や対象地域のニーズ 

ベトナムでは多くの住民にとって農産物の安全が保障されていない。例えば、ある調査

では 90％の農家が農業生産において規定以上の農薬を使用しているとの結果がある。本終

了時評価のインタビューでは、農家のモニタリングを担当している関係者からは、本プロ

ジェクトのモデル農家においても基礎 GAP を適用することで農薬の使用量が 30％低下し

たとのコメントが聞かれた。一般的に農薬の使用過多が慢性化しているといえる。このよ

うな状況が生じている原因としては、さまざまな要因が考えられるが、国内に流通する農

産物の大部分を生産している小規模農家の農産物の安全に対する意識が低いことや、安全

作物の生産に関する技術・知識が不十分なことが、ベトナムの食の安全の向上を阻害する

要因の一つであることは明らかである。このような状況下、安全作物生産をめざして農家

の啓発及び生産技術の向上に取り組む本プロジェクトは、ベトナム社会のニーズと整合し

ているといえる。 

 

（2）ベトナム政府の政策 

2010 年に食品安全法が施行され、安全作物生産の促進は政府の緊急課題と考えられてい

る。政府は輸出の促進に向けた農産物の競争力強化のためだけではなく、国内に流通する

農産物の安全性を高めることを目的としてとらえ、安全作物の生産を促進する手段として

2008 年に策定された VietGAP を推進してきた。政府は 2015 年までに VietGAP の 100％の
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実施を目標としていたが、その目標を掲げる政府の決定文書（107 番）は 2012 年 1 月に改

訂され、現在は有効ではないものの、新しい決定文書（01 番）においても引き続き農産物

の生産における GAP の適用を促進している。よって、国内消費用の野菜生産の大部分を

担う小規模農家を対象として GAP の推進に取り組む本プロジェクトは、引き続き政府の

方針と整合していることが確認された。 

 

（3）日本の ODA 政策・支援方針 

わが国の「対ベトナム国別援助計画（2009 年 7 月）」は中間レビュー時以降に改訂はな

く、重点分野の一つである「社会・生活面の向上と貧困削減・格差是正」のなかで援助の

方向性として農水産物・食品の安全の確保を挙げていることから、引き続き本プロジェク

トの整合性は高い。また、2012 年 12 月に改訂された JICA の「対ベトナム社会主義共和国

国別援助方針（2012 年 12 月）」では重点分野の一つである「脆弱性への対応」における開

発課題を「社会・生活面の向上と貧困削減・格差是正」と位置づけ、そのプログラムの一

つとして「農村・地方開発プログラム」を実施している。本プログラムは農水産品の高付

加価値化を促進し、また農水産物・食品の安全性確保を支援するものであり、本プロジェ

クトの整合性は引き続き高いといえる。 

 

（4）手段としての適切性 

VietGAP の認証取得者数は増加しているが、ベトナムの平均栽培面積が 0.7ha であるの

に対し

27
、取得者の平均栽培面積は 12.2 ha 程度

28
であることから、VietGAP の認証を取得

しているのは規模の大きい農家（または企業）であることが分かる。特に、一般的に栽培

面積がさらに小さい野菜の小規模農家にとっては、VietGAP のすべてのクライテリアを適

用し実践することは非常に困難である。このような状況下、本プロジェクトのアプローチ

では、コントロールポイントを重要かつ小規模農家にとって適用可能なものに絞り込んだ

基礎 GAP を指導に用いており、多くの関係者から小規模農家に対して安全作物生産を促

進するためには大変適切であると評価されている。 

 

（5）その他の支援との連携 

GAP の促進に関するプロジェクトを実施している他の支援機関としては、主に ADB と

CIDA が挙げられる。ADB、CIDA は詳細計画策定調査でも報告されたとおりのコンポー

ネント、対象省でそれぞれの活動を実施しており、本プロジェクトでは以下のような連携

をもっている。 

 

1）ADB：ADB が主催する GAP の推進に関するワークショップへの参加、ADB プロジェ

クトの制度支援コンポーネントが実施する協議への参加等 

2）CIDA：CIDA が開催する農産物の安全に関するワークショップや安全野菜のバリュー

チェーンのための GAP の実践に関する国際会議への参加、意見交換等    

                                                        
27 出所：Statistical Data of Vietnam: Agriculture, Forestry, Fishery（1975-2000） 
28  VietGAPの認証機関13カ所からのデータによると、2013年4月時点のVietGAP認証取得者数は484で、その栽培面積は

5,892.12haであった（出所：DCP/MARD報告書）。 
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また、クアンニン省では青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation Volunteers：JOCV）

がハロン市人民委員会に派遣されていた（1 名ずつ計 2 回）。同隊員は本プロジェクトのモ

デルサイトでハロン市の技術職員と共に活動の促進やモニタリングに従事し、プロジェク

ト側も隊員の活動を必要に応じて支援した。 

 

４－２－２ 有効性 

本プロジェクトではアウトプットが発現している結果としてプロジェクト目標においても

順調に達成に向かっており、有効性は高いことが確認された。詳細は以下に述べるとおりであ

る。 

 

（1）プロジェクト目標の達成見込み 

「３－３－４ 安全作物分野プロジェクト目標の達成見込み」で述べたとおり、指標の

達成が見込めることから、本プロジェクトのプロジェクト目標は達成することが見込まれ

る。指標 2 の基礎 GAP の項目を満たしている農家の数に関しては、今後の調査で達成度

を確認する必要があるものの、残りのプロジェクト期間に基礎 GAP に基づいた記帳やコ

ントロールポイントの実践をさらに促進していくことで、プロジェクト目標の達成度がさ

らに高まることが期待できる。 

 

（2）プロジェクト目標とアウトプットの因果関係 

安全作物生産については、本プロジェクト以外にも MARD によるナショナル・ターゲ

ット・プログラム等異なるスキームにより促進されており、各省ではそれぞれ目標や活動

を設定して取り組んでいるが、特定のモデル農家に対し綿密な指導やモニタリングを行い

基礎 GAP の実践を促進する取り組みは本プロジェクト独自のものである。よって、本プ

ロジェクトで確認されたプロジェクト目標の達成状況は、アウトプットの発現によるもの

であると考えられる。 

PDMに記載されている外部要因の影響について、①The majority of the Project counterparts 

do not change．に関しては、一部 C/P の異動は生じたものの、プロジェクトの達成状況へ

の影響は生じていない。また、②Necessary budget for extension activities is ensured．につい

ては、パイロット省のモデルサイトでの活動は本プロジェクトの予算の下で実施されてき

たため、予算の問題は生じていない。 

 

４－２－３ 効率性 

プロジェクト活動を実施した結果としてアウトプットが発現していること、投入は活動に効

率良く活用されていることなどから、以下に示すように本プロジェクトは効率性についても高

いと分析される。 

    

（1）アウトプットの達成状況 

「３－３－３ 安全作物分野における成果の達成状況」で示したとおり、アウトプット

1 については、インストラクターの技術能力が強化され、モデル農家の基礎 GAP に基づい

た野菜生産に必要な能力も期待どおりに向上していることが確認された。アウトプット 2
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については、エンドライン調査で達成度を確認する必要があるものの、多くのモデル農家

が安全作物生産の重要性を理解し、関係者の意識が向上していることが確認された。 

 

（2）アウトプットの達成に影響する要因 

プロジェクト活動の実施に貢献している要因として以下が確認された。 

・ 各パイロット省の C/P は、コミューンの人民委員会など地域の関係者や既存の政府

プログラムと良好な連携をもちながら、モデルサイトでのプロジェクト活動の実施

に積極的に取り組んでいる。例えば、地域の資金を活用してモデルサイトの灌漑水

路の一部を補修したり、地域の関係者と協力してモデルサイトで生産した野菜の販

売を促進する活動を行うなどの好例が確認された。 

・ パイロット省では、モデルサイトの農協の組合長が TOT 研修に参加したことによ

り、日々のモデル農家の活動のモニタリング等で重要な役割を果たしている。省か

ら DARD の職員がモデルサイトに頻繁に訪問することは簡単ではない状況下、サイ

トでの活動を効率的に展開し、また内部監査の強化においても有効な取り組みであ

った。 

・ 中間レビューの提言に基づき、パイロット省では基礎 GAP を導入したことによる

経済分析が実施され、農薬使用量削減によるコスト減と農薬散布回数減による労働

量減により経済的にも効率性が向上したことが確認された。また、農家自身からも

基礎 GAP を導入したことで以前より作業が効率的になったことを実感していると

いう声も聞かれており、農家にとって新たな取り組みを継続するためのモチベーシ

ョンを高める結果となった。 

・ クアンニン省では、ハロン市の経済局がプロジェクト活動の実施主体となっており、

モデルサイトの活動を市の経済活動推進の戦略と直接的に結びつけた取り組みを

行っている。市の経済局が積極的に活動にあたり、市場の関係者等とのスムーズな

連携をもったことにより、他のモデルサイトよりも早い段階でモデル農家の野菜販

売ブースを市場内に設置するなどの販売促進活動の展開が可能となった。 

 

一方、農家による安全作物生産の継続に負の影響を及ぼす要因として、以下が確認され

た。 

・ モデルサイトでは、仲買人は安全に生産された野菜とその他の野菜を区別せずに購

入している。多くのモデル農家は基礎 GAP に基づいて安全野菜を生産することの

重要性や効率性を認識しているものの、このような状況は農家の安全作物生産への

努力を続けるモチベーションを損なう要因となり得る。 

 

（3）アウトプットと活動の因果関係 

インストラクターの能力強化については、VietGAP の促進に関連した他の研修機会があ

るものの、小規模農家の現状を考慮してコントロールポイントを絞った基礎 GAP のアプ

ローチは、農家に理解と実践を促進するためには適していると高く評価されている。よっ

て、本プロジェクトの研修は、農家に対して実践的かつ効果的な指導を行ううえで必要な

インストラクターの能力の強化に貢献しているといえる。また、モデル農家の能力強化と



 

－45－ 

意識向上においては、限られたモデル農家へ綿密な指導を行うことにより、アウトプット

の発現が可能となっている。アウトプットの達成に向けた外部条件について、①Officers in 

charge of safe crop production in pilot provinces apply the techniques leant in the Project to 

farmers．は条件を満たしていることが確認された。また、②Officers in charge of safe crop 

production supported by the Project stay at their positions.については、一部配置された C/P の

異動は発生したものの、プロジェクトの達成状況には影響は生じていない。 

 

（4）投入の量・質・タイミング 

本プロジェクトの投入は計画どおりに実施されており、プロジェクト活動の実施におい

て効率的に活用されたことが確認された。 

 

４－２－４ インパクト（見込み） 

本評価の時点では、対象省ではプロジェクトの効果の拡大に取り組む意向が確認された一方

で、プロジェクトの効果を他の省に拡大するための方策は明確になっていないこと、また上位

目標の達成に向けて農家の生産技術の向上や意識向上と同様に重要であるその他の要因にど

のように取り組むかが明確になっていないことから、インパクトは中程度であると分析される。 

 

（1）上位目標の達成見込み 

MARD の中央レベルでは、今まで VietGAP の推進を農産物における食の安全を向上させ

るための戦略としてきた。しかし、本プロジェクトで基礎 GAP のアプローチを用いるこ

とで効果を上げたことや、中央レベルの C/P の意識も向上してきたことで、DCP では

VietGAP の適用が難しい小規模農家に対してどのように安全作物生産を促進していくか議

論が始まっている。DCP は基礎 GAP を他省にも拡大していく意図があるが、具体的な方

策についてはまだ練られていない。 

省のレベルでは、MARD が発行する農産物の安全に関連した法的文書に従って各省がそ

れぞれのイニシアティブで活動を実施することが期待されている。パイロット省について

は、3 省すべてがナショナル・ターゲット・プログラムの予算など利用可能な予算を活用

しながらモデルサイトの拡大や基礎 GAP の研修を他の農家にも実施することを検討して

いる。モデルサイトの農協も、安全作物生産を導入する農家の数を増やしたいと考えてい

る。セミパイロット省については、TOT 研修後、3 省すべてがモデルサイトの設置に取り

組んでいる。独自でモデル農家への基礎 GAP の研修を実施してきたが、モデルサイトで

の活動の進捗状況は、各省の普及戦略によって異なっている。パイロット省のモデルサイ

トでは 30～40 人程度の限られた数のモデル農家を設定し、インストラクターが綿密な指

導やモニタリングを提供することで、活動がモデル農家に根付き周辺の農家へのグッドプ

ラクティスとして成功することをめざしているが、セミパイロット省のなかには予算や人

員の不足からそのような普及方法の実施は難しいと考えているケースがある。一方で、別

のセミパイロット省ではモデル農家の数は大きく設定しているものの、モデルサイトのコ

ミューンの職員や農協のリーダー等、地域の人材と効果的な連携をもつことで農家への頻

繁なモニタリングを可能としているケースもある。 

一方、今後農産物の安全を広く促進していくにあたり、課題となる要因として以下が挙
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げられる。パイロット省・セミパイロット省の多くの関係者は、これらの要因がプロジェ

クトのモデルの拡大を阻害するものであると述べている。上位目標の達成のためには、こ

れらの要因に同時に対処していく必要がある。 

・ 現時点では、農地で直接仲買人が買い取る安全野菜の価格は、安全な生産を行って

いない野菜と同価であり、また小売価格についてもハノイの特定の店やスーパーマ

ーケット以外ではほとんど変わらない状況である。 

・ 多くの場合、卸売り・小売りの際にも、安全に生産した野菜もその他の野菜と区別

なく混ざった状態で販売されている。 

・ 消費者の安全な農産物に対する信頼が低い。 

・ 消費者の食の安全に関する意識は向上しているといわれているが、市場ではまだ価

格が重視されており、特に地方の市場などでは安全野菜への需要が目に見えて高い

という状況ではない。 

・ 消費者の信頼を得るためには、信頼性の高い認証を取得することが必要となる。現

時点では政府は VietGAP を推進しているが、VietGAP の認証取得には高い費用が必

要となり、また要求される項目も幅広いことから、小規模農家にとっては現実的で

はない。 

・ 偽の表示やラベルに対するモニタリングが機能していないため、安全をうたった商

品が信頼されていない。 

 

（2）プロジェクトの波及効果 

本プロジェクトにより、以下に示すような正の波及効果が発現していることが確認され

た。なお、本プロジェクトによる負の効果は確認されていない。 

・ ハロン市のモデルサイトでは、市場で生産物を販売する活動が始まっており、販売

開始後 7 カ月経った現在、顧客の数も徐々に増加している。農協の組合長たちは既

に独自にモデル農家以外の組合員農家に対し安全野菜栽培の指導を始めており、安

全野菜生産のメンバーを増やし生産量・種類を増やすことで顧客のデマンドに応え

ていきたいとのことである。 

・ セミパイロット省では、プロジェクト側からの支援は限られたものであるが、農家

には基礎 GAP の研修が提供され、対象となっている農家の組合リーダー等は安全

野菜生産の参加メンバーを拡大し、生産物の直売所の設置や仲買人との契約をめざ

すなど、積極的な様子が確認されている。 

・ プロジェクトの活動を通してパイロット省やセミパイロット省の間の関係が強化さ

れ、情報や経験の交換が行われるようになった。 

 

４－２－５ 自立発展性 

以下に示すような自立発展性に関する各側面の現状にかんがみ、現時点では、本プロジェク

トの自立発展性は中～高程度であると分析される。 

 

（1）制度・政策面 

ベトナム政府は農産物における安全を促進することを緊急課題ととらえており、輸出に
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向けた国際競争力の強化及び国内消費の食の安全といった両側面から、安全作物の生産へ

の政策的な支援は今後も継続すると考えられる。VietGAP の改訂については、ADB のプロ

ジェクトの制度支援コンポーネントが取り組んでいるが、ADB は VietGAP を世界的な基

準に合わせてコントロールポイントを増加し国際的に認められるようにアップグレード

させる方向で改訂を進めている一方で、DCP によると新しい VietGAP の内容は現時点では

まだ定まっていないとのことである。他方、国内消費向けの安全作物生産を促進する具体

的な戦略はまだ策定されていないことから、小規模農家にとって適用可能であり、なおか

つ国内市場で農産物の信頼の根拠となり得る技術標準の導入を今後検討していく必要が

ある。また、政府は 2013 年 7 月より、「野菜・果物・茶葉の生産・加工における食の安全

を保証するための条件に関する国家技術規則（仮訳）」を施行する予定であるため、小規

模農家においてもこの技術規則に従って生産活動を行うよう指導する必要性が生じてお

り、適切な指導手法へのニーズはさらに高まっているといえる。このような状況下、基礎

GAP を用いた本プロジェクトの経験はまさにその必要性に応えるものである。 

 

（2）組織・財政面 

パイロット省・セミパイロット省では、本プロジェクトの研修でマネジメント及び技術

職員が育成され、安全作物生産の農家への普及活動の経験を積んでおり、それらの人材が

今後も活動を継続することが可能である。一方、省レベルでは、職員を小規模のモデルサ

イトに頻繁に派遣して必要な指導やモニタリングを行うには人材が不足していると考え

られている場合があるが、そのような省では、他省の好例に学び、自治体やコミューンの

職員や農協のリーダー等と有機的に調整・連携することで効率的に活動を実施する必要が

ある。 

活動を実施・拡大するための予算面では、多くのパイロット省・セミパイロット省で独

自の予算やナショナル・ターゲット・プログラム等の既存のプログラムの予算を活用し、

活動・予算計画に盛り込んでいることが確認された。しかし、本プロジェクトの活動実施

のために配分された予算がないためプロジェクト活動を拡大するのは難しいと答えた省

もある。 

 

（3）技術面 

プロジェクトの対象地域では、省の技術職員・モデル農家の双方の技術能力の向上が確

認されており、技術的な問題は特に指摘されていない。しかし、どのように技術や知識を

農家に継続的に実践させるかについては、既述のようなさまざまな要因の影響が考えられ

ている。 

一方、基礎 GAP の拡大に向けては、基礎 GAP の実践に必要な技術的な知識や経験を他

省の関係者と共有していく必要がある。プロジェクトでは基礎 GAP の実施マニュアルを

作成中であり、各省の職員が小規模農家を対象に GAP や技術規則の順守を指導していく

際に活用されることが期待される。 

 

（4）環境・社会・文化面 

本プロジェクトは農薬の使用の削減や有機肥料の活用を促進するものであり、長期的に
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は環境面においても貢献することが期待できる。社会・文化面では、プロジェクト活動の

持続性に影響を与えるような負の問題・課題は確認されていない。 

 

４－２－６ 結 論 

・ 終了時評価における調査や分析から、本プロジェクトはベトナム社会の喫緊の課題に取り

組むものであり妥当性が高いこと、プロジェクト活動は着実に進捗しており、ほとんどの

アウトプットは達成されつつあり、プロジェクト目標の達成が見込まれることが分かった。

これにより、安全野菜分野の活動については当初予定どおりの期間で終了することが妥当

であると判断する。 

・ プロジェクト終了後の発展的な活動に関しては、対象省ではプロジェクトの効果の拡大に

取り組む意向が確認された一方、その方策は明確になっていないこと、また、モデルサイ

トでは仲買人は安全に生産された野菜とその他の野菜を区別せずに同価格で購入してい

るため、多くのモデル農家は基礎 GAP に取り組む重要性や効率性を認識しているものの

今後モチベーションの維持が阻害される可能性があること等の課題がある。 

 

結論の要旨は以下のとおりである。 

（1）妥当性：「高い」。ベトナム側・日本側、両方の政策との一貫性があり、またベトナム社

会のニーズを満たしている。また本プロジェクトのアプローチが課題に対応する手段とし

て適切であることが確認された。 

 

（2）有効性：「高い」。本プロジェクトではアウトプットが発現している結果としてプロジェ

クト目標においても順調に達成に向かっており、有効性は高い。 

 

（3）効率性：「高い」。プロジェクト活動を実施した結果としてアウトプットが発現している

こと、投入は活動に効率良く活用されていることなどから、本プロジェクトは効率性につ

いても高い。 

 

（4）インパクト：「中程度」。本評価の時点では、対象省ではプロジェクトの効果の拡大に取

り組む意向が確認された一方で、プロジェクトの効果を他の省に拡大するための方策は明

確になっていないこと、また上位目標の達成に向けて農家の生産技術の向上や意識向上と

同様に重要であるその他の要因にどのように取り組むかが明確になっていないことから、

インパクトは中程度であると分析される。 

 

（5）自立発展性：「中～高程度」。政策面での支援は今後も続くことが考えられ、C/P 職員は

プロジェクトの行った技術移転を踏まえ今後も持続的に活動できることが期待できるも

のの、元よりの人材不足及び、予算面に関しては不安要素がある。 
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第５章第５章第５章第５章    提言と教訓提言と教訓提言と教訓提言と教訓 

 

５－１ 植物品種保護分野 

５－１－１ 提 言 

（1）DCP、MARD への提言 

1）ベトナムの PVP 制度に関する提言 

a）PVP 体制の強化 

中間評価では主に NCPFT の機能強化についてのみ提言されたが、今後内外に向け

てベトナムの DUS テストの信頼性をアピールしていくためには、統一的で質が高く

均一な技術で DUS テストが実施できる PVP 体制の構築が必要である。そのため、以

下の PVP 全体の体制の強化案を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１ PVP 体制強化案 

 

現在の DUS テスト実施体制では、DUS テスト実施場所及びそれらの管理部署が 12

カ所に分かれている。DUS テストの精度、報告書検定精度もそれぞれの場所で異なる。

DUS テストの信頼性を内外に向けてアピールするためには、統一的で質が高く均一な

技術の DUS テストを実施する体制構築が必要である。そのため、NCPFT 本部に評価

検定部門（管理企画部門）を新設することを提案する。 

この評価検定部門は、NCPFT 傘下の DUS テストステーションで実施される DUS テ
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ストの計画から報告書の検定に至るまで DUS テストの内容チェックを行う。 

NCPFT 傘下以外の DUS テストステーション（他の試験場など）は、その場所で指

定された植物の DUS テストを実施する。しかしながら、これらのステーションでは、

出願植物及び類似品種、標準品種など DUS テストで栽培される植物の栽培を担当す

るのみとすべきである。PVPO の審査官及び（または）NCPFT の DUS テスター（DUS

テスト担当官）が、DUS テストの試験計画設計、類似品種選定、特性調査等を実施（現

地調査：on-site inspection）し、報告書も NCPFT の DUS テスターが作成する。 

このような体制を構築するためには、NCPFT 本部評価検定部門担当者の DUS テス

ト及び報告書の評価・検定技術の向上が必須となる。これらの担当者に対し TOT を

実施し、これらの修了者が指導者として NCPFT の各 DUS テストステーションで DUS

テスターの内部研修などを計画・実施する。 

さらに、NCPFT が総合的に DUS テストを実施する機関として機能するため、NCPFT

本部の評価検定部門の担当者が中心となり TG の作成、マニュアルの作成なども実施

する。 

 

b）PVP データ管理システムの改善 

現時点ではシステムが稼働したばかりであり、データ入力が十分行われていない状

況のため、実地に則したシステムの検証が行われていない。C/P が十分に使いこなせ

るデータ管理システムとするため、プロジェクト終了までに日本人専門家とともに実

データに基づく各機能の確認、及びシステム機能の充足を確認する。 

また、システムの保守管理の徹底、及び関係機関と十分に協議しつつシステムの改

良を行う。 

 

c）DUS テスト担当植物の割り振りの変更 

ヴァン･ラム試験場のキュウリ、コールラビ、キャベツ、植物遺伝資源センター（PRC）

のカボチャなどについては、栽培条件を改善するために、それらの作物の栽培に適し

た場所への試験地の変更を提案する。例として、カボチャ、トウモロコシ、ダイズの

テストはバリア・ブンタウ試験場で実施し、キャベツ、コールラビのテストはトゥ・

リエム試験場で実施する。また、ヴァン･ラム試験場はイネの試験に特化すべきであ

る。 

 

d）PVP 制度における人材定着のための「専門官」新設 

DUS テスト専門技術者の育成、技術の維持のためにも人材を定着させることが重要

である。また、PVP 制度は、知的財産権の一つであり独占的な権利である「育成者権」

を国が育成者に与えるものであり、それらの審査は厳密に行われる必要がある。 

このため、これらの栽培試験・審査等を実施する者に、“専門官”としての職位な

どを与えて責任をもたせることも検討すべきである。DUS テスト専門技術者を、公平

な立場で厳密に評価・審査を行う者として認定する“専門官”システムの導入を提案

する。 
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2）PVP 制度の意識向上の取り組み促進 

以下の取り組みを早急に実施する。 

① ウェブサイトの公開、パンフレットの配布 

② VSTA（ベトナム種子貿易業者協会）とも連携協力して種苗会社への PVP 制度の

説明、制度に関する相談、出願に対する支援などの業務の充実 

③ さまざまな事例を基にした制度の Q&A 作成など PVP 制度の普及啓発 

 

（2）NCPFT（DCP）への提言 

1）関連機関への栽培技術に関しての協力要請 

国内の試験研究機関、種苗会社等へも栽培技術に関しての協力要請を積極的に実施す

る。 

 

2）国内での技術移転促進 

NCPFT 担当者が、出願者である育成者に DUS テスト実施マニュアルを紹介、栽培技

術の意見交換などを行い、DUS テストに関する技術指導を実施し、出願書の技術質問項

目（TQ）への記載を促す。これにより標準品種の選定などに利用できる品種情報などさ

まざまな情報も得ることができ、DUS テストステーションの技術に対する信頼性も高ま

る。 

 

3）TG、マニュアルの完成 

NCPFT は、イネ、トウモロコシ、トマト、キュウリ、キクの 5 件の TG の改訂とそれ

らの DUS テスト実施マニュアルを完成させる。 

 

4）DUS テスト実施のための内部の研修体制整備 

NCPFT は、DUS テスト技術の改善のために内部での研修体制の整備を検討する。 

 

5）類似品種、標準品種のリファレンスコレクションの整備について、特に今後栄養体繁

殖の植物についてどのように保存するかの検討を行う。 

 

（3）プロジェクトへの提言 

1）ベトナムの PVP 制度に関する提言 

a）PVP 体制の強化 

DCP に提案した「PVP 体制強化案」について、日本人専門家は DCP 内での協議の

場に参加しアドバイスするなどの支援を行い、DCP の取り組み状況をモニターする。 

 

b）PVP データ管理システムの改善 

日本人専門家がシステムの検証を行いやすくするため、また C/P が DUS テスト関

連用語を英語で学びやすいように表示が英語対応となるようシステムに機能を付加

する。 
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2）プロジェクト期間の延長 

アウトプット 2 の「農業試験場での DUS テスト手法の確立」について、ベトナムの

TG の改訂が行われイネとトウモロコシの TG はプロジェクト実施期間中に完成する予

定であるが、トマト、キュウリ、キクの TG の改訂がプロジェクト実施期間中に完成で

きない見込みである。これは、品種の特性を確認するためには少なくとも 2 回栽培を実

施して特性を確認する必要があり、ハノイでの野菜の栽培においてはこれらは冬の栽培

作物であるので、2 年目の栽培試験の終了が 2014 年 3 月ごろとなりプロジェクトの終了

期間までには栽培を終えることができないためである。 

このため 2 年目の栽培試験を終了し、試験の結果からそれぞれの植物の特性を評価す

るため、2014 年 6 月までプロジェクト期間を延長することを提案する。プロジェクトの

延長理由は以下のとおり。 

・ プロジェクト期間の延長は、インプットの遅れではなく、ハノイでの冬作物栽培

の栽培時期に伴った期間が必要で避けられないものである。 

・ 専門家による技術支援がトマト、キク、キュウリの TG の改訂においてまだ必要

であり、これらの作物を含む 5 件の TG の作成は、主要作物、野菜等の園芸作物

をカバーしており、各農場での担当者によるこれらの TG の作成が今後ベトナム

で他の作物の TGや DUSテスト実施マニュアルを作成する際に参考となるためで

ある。 

・ 新品種の出願数の増加が特にトマト、キク、キュウリで今後も期待され、将来多

くの DUS テストを実施するためには、現在作成されている各品種での信頼のあ

る TG と DUS テスト実施マニュアルの作成と適切な DUS テストの実施、及びそ

の評価の報告がされることは不可欠である。 

 

５－１－２ 教 訓 

類似プロジェクトを他国で実施するにあたり、詳細計画調査段階で留意すべき点としては以

下のとおり。 

・ PVP に関連する関係機関との命令系統、業務委託等の業務執行システムを事前に十分確

認する。 

・ 当該国の作物の育種状況や DUS テストの実施能力をプロジェクト開始時点までに可能

な限り把握しておく。特に、主要農作物以外の作物についても調査しておく必要がある。 

・ プロジェクトに関連する機関の数が多い場合、お互いの役割分担や DUS テストの実施

状況などについて情報共有が不十分となることがある。プロジェクトをスムーズに進め

るためにはプロジェクト開始時点において関係機関の間で情報共有を行う機会を十分

確保することが望ましい。 

・ PVP 分野での協力を行う場合、本邦で対応可能な人材が限られており、短期派遣専門家

等リソースの確保が困難となる場合がある。案件形成時には、専門家人材の確保等につ

いて、早めに情報共有を行うなど、日本側関係機関との十分な協議調整が必要である。 
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５－２ 安全作物分野 

５－２－１ 提 言 

（1）プロジェクトに対する提言 

プロジェクトの対象であるパイロット省のモデル農家のほとんどは基礎 GAP を理解し、

基準を守っている。本プロジェクトの成果を定着させ達成度をさらに高めるために、以下

の措置をとることを求める。 

    

1）農家の基礎 GAP 実践内容の再確認 

基礎 GAP はおおむねモデル地区の農家にほぼ浸透している。しかしながら、農薬の

適正使用及び作業の記録内容については、一部に不十分なところが見受けられた。この

2 点は、農産物の安全性を確保し、トレースを可能にするためのカギである。各パイロ

ット省の担当職員は、モデル農家に対し農薬の安全使用（空き容器の回収を含む）、記

帳内容等について十分なフォローアップを行うことが必要である。 

プロジェクトは、この活動がより確実なものとなるよう、各サイトを訪問し、適切な

助言を行う。 

 

2）モデルサイトでの販売活動の促進 

販売活動への支援はプロジェクトの直接的活動の範囲外であるが、ハロン市のモデル

農家に対し追加的に行った支援では、販売までの一連の流れを確立した安全作物生産活

動のモデルとして優良事例となりつつある。地域の特性によって適切な販売活動は異な

るが、パイロット省の担当職員はそれぞれのモデルサイトの状況にかんがみ、適切な販

売活動が促進されるように、支援を継続することが望まれる。また、それらの活動がプ

ロジェクト期間中に具体化された場合には、中央の C/P や専門家は農協や省の意向に応

じた側面支援を検討することが期待される。 

 

3）農家への指導に必要な情報の整理 

農家の習慣を変えることは容易ではなく、GAP 指導においても例外ではない。指導者

の多くは農家が知識を実行に移すための指導が難しいとの認識をもっている。 

プロジェクトは、今後新たな省で基礎 GAP を取り入れるケースも念頭に、現在作成

を進めているマニュアルにはコスト削減や品質改善、基礎 GAP の実践によるメリット

等、指導の参考となり得るパイロット省での経験・事例を盛り込むとよい。 

 

（2）ベトナム側に対する提言 

1）小規模農家に対する安全作物生産促進のための戦略の明確化と基礎 GAP の活用 

国内流通向けの野菜生産のほとんどを小規模農家が担っており、国内の野菜の安全性

を改善させる必要があるなかでプロジェクトが導入した基礎 GAP は、小規模農家が取

り組みやすく、その農産物の品質・安全性の向上に有効であることが確認された。一方、

野菜・果物・茶類の生産に関する技術規則が 2013 年 7 月から施行される予定であり、

小規模農家にこれらの規則を順守させるための具体的戦略が必要とされている。 

DCP は、まず、国内向け農産物の安全性確保を念頭に、小規模農家における安全作物
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の生産を促進する手段として基礎 GAP の実施を促進するため、基礎 GAP を技術基準と

することが望ましい。 

 

2）消費者、販売業者に対する安全作物の啓発活動の推進 

本プロジェクトは農家の安全作物への意識と生産技術の向上をめざした取り組みで

あり、既述のような良好な成果が達成されているが、一方で、安全作物に対する一般の

消費者及び販売業者の認知度は高くない。また、安全作物自体の流通量が限られている

なかで、安全作物を他の農産物と区別して流通・販売する取り組みも一部の企業のみに

限られている。今後、安全作物の生産を拡大していくために、MARD は産業貿易省や保

健省等関係機関と連携し、以下の 3 点の措置を一層推進していくことが望ましい。 

① 消費者、流通業者の啓発活動の強化（イベントの開催、TV 等メディアの活用） 

② 安全作物への信頼を醸成、維持させるための農産物のモニタリング制度の強化 

③ 安全作物と従来の農産物との区別化を図るための戦略の策定（流通・販売、モニ

タリング等） 

 

５－２－２ 教 訓 

・ 今回のプロジェクトで取り組んだ技術の「普及」については、C/P 機関とは別の組織が独

自の予算と権限を有しており、プロジェクトに対して限定的な協力を得ているにすぎなか

った。プロジェクト終了後の他省への普及を促進するためには、当初から中央レベルで普

及方法の改善において協力を得るなど、プロジェクトの推進について中央レベルで活動を

強調していくことが必要であった。 

・ 省レベルでは、普及を必要とする農家数に対し職員の絶対数が不足している。このような

状況に対応し、モデルサイトで効率的に活動を展開するためには、プロジェクト運営体制

の構築にあたり、①省レベルだけでなく、市町村の職員や農協のリーダー等との連携を確

保することや、②市町村が実施主体となることも有効である。 
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調査日程調査日程調査日程調査日程

No. 月日

1 2013/6/16 日

2 2013/6/17 月

3 2013/6/18 火

4 2013/6/19 水

5 2013/6/20 木

6 2013/6/21 金

7 2013/6/22 土

8 2013/6/23 日

9 2013/6/24 月

10 2013/6/25 火

11 2013/6/26 水

12 2013/6/27 木

13 2013/6/28 金

14 2013/6/29 土

15 2013/6/30 日

16 2013/7/1 月

17 2013/7/2 火

18 2013/7/3 水

19 2013/7/4 木

20 2013/7/5 金

10:30　農民組織機能強化プロジェクトフェーズ2専門家からヒアリング

PM： 団内打合せ・評価レポートの作成

9:00　Vietnam Seed Trade Asociation訪問

14:00　トゥ・リエムステーション訪問

ベトナム側評価団員及びプロジェクトC/Pとの内容確認/評価レポート修正

終日：団内打合せ・評価レポート最終版の作成

9:30　アジア開発銀行（ADB）プロジェクト事務所訪問（安全作物）

10:30　農業普及センター（MARD傘下の機関）訪問

14:00　ADBプロジェクトサイト視察

9:00　National Seed Company訪問

13:30　Southern Seed Company訪問

9:00　NCPFT事務所訪問、関係者からヒアリング

13:30　トゥ・リエムステーション訪問

7:00 モデル販売所視察、ヒアリング

10:30 ハロン⇒ハイフォン

14:00 ハイフォン農業農村開発局（DARD）訪問、ヒアリング

AM:ハノイ⇒ホアビン

10:30 ホアビンDARD表敬

14:00 対象農家からヒアリング

AM：ハノイ⇒ハーナム

10:00 ハーナムDARD表敬

14:00 ハーナムパイロットサイト訪問、対象農家からヒアリング

終日:ブンタウ⇒ホーチミン⇒ハノイ

      (VN250 15:00 →17:00)

終日:ヴァン・ラムステーション訪問

9:30 JICAベトナム事務所表敬訪問

11:00 国際協力局（ICD）表敬訪問

13:30 DCP表敬訪問、第1回合同評価委員会

成田⇒ホーチミン（Arr.13:45 VN301）成田⇒ハノイ（Arr.13:45 VN311）

8:30  JICA事務所訪問

13:45 農業農村開発省（MARD）、農作物生産局（DCP）表敬訪問

終日:PVP事務所表敬及び関係者からヒアリング

8:30　プロジェクト南部事務所表敬

14:00 ブンタウステーション訪問

AM：JICAベトナム事務所報告

PM：資料整理

ハノイ→成田(VN310 0:20→7:35)

AM:ハノイ⇒タイビン

10:00　タイビンDARD表敬及びヒアリング（DARD普及担当）

14:00　セミパイロットサイト訪問、対象農家からヒアリング

AM:ハノイ⇒フンエン

11:00　フンエンDARD表敬、ヒアリング

13:30フンエンパイロットサイト訪問、ヒアリング（対象農家）

AM：ハノイ⇒クアンニン

13:30 クアンニン省ハロン市経済局訪問、ヒアリング

16:00 パイロットサイト訪問、対象農家からヒアリング

終日:ブンタウ試験場からヒアリング

9:00　国立農産物肥料試験評価センター（NCPFT）

　　　事務所訪問、 関係者からヒアリング

13:30　トゥ・リエムステーション訪問

成田着

団内打合せ・資料作成

団内打合せ・資料作成

AM:評価レポートの最終確認

13:30 第2回合同評価委員会/合同調整委員会（JCC）/協議議事録（M/M）署名

安全作物（SC）：技術団員/評価分析団員 植物品種保護（PVP）：技術団員/評価分析団員

成田⇒ハノイ（Arr.13:45 VN311）

資料作成

資料作成

総括/協力企画
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日
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主要面談者リスト主要面談者リスト主要面談者リスト主要面談者リスト（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））    

    

（１）植物品種保護分野 

農業農村開発省（MARD）関係者 

１．植物品種保護オフィス（PVPO） 

Nguen Quoc Manh Deputy Director  

Ngyen Thanh Minh Senior Officer (Project Manager) 

 

2．農作物生産局（DCP） 

Nguyen Anh Minh Deputy Director, In charge of bi-lateral cooperation 

Tran The Cong  Officer 

 

3．国立農産物肥料試験評価センター ハノイ本部(NCPFT) 

Nguen Tien Phong Deputy Director (in charge of international cooperation) 

Mai The Tuan  Head, Administration 

Nguyen Thi Mai Ha Deputy head, Evaluation Div. 

Do Thi Nguyet  Inspector, Evaluation Div. 

Ngo Thi Thanh Van Inspector, Evaluation Div. 

 

4．国立農産物肥料試験評価センター 南部オフィス（NCPFT Southern Center, HCM) 

Nguyen Quoc Ly Director, NCPFT Southern Center 

Phan Van Son  Expert, DUS and VCU testing  

Le Thi Tuyet Nga Head, Vung Tau Station (Southern Center for Variety 

Evaluation and Seed Certification)  

Duong Tat Dao  Assistant Tester, Vung Tau Station 

 

5．国立農産物肥料試験評価センター ヴァン・ラム農業試験場 (NCPFT Van Lam Station) 

Dao Van Khoi Deputy Director  

Nguyen Quoc Phuong Tester, DUS and VCU testing  

Tran Thi Hong Nhung Tester, DUS and VCU testing  

 

6．国立農産物肥料試験評価センター トゥ・リエム農業試験場（NCPFT Tu Liem Station） 

Nguen Hoai Nam  Head  

Tran Van Sung Deputy head 

An Thi Hue Tester 

Nguyen Thi Huyen Tam Tester 
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２．主要面談者リスト	



Pham Thai Ha  Tester 

Le Quang Hoa  Tester   

Nguyen Thai Ha Tester 

 

種子・種苗業者 

1. 種子貿易業者協会（Vietnam Seed Trade Association：VSTA） 

Nguyen Thanh Lam General Secretary 

Le Tlong Nhu Deputy Secretary General 

 

2. VINASEED (Vietnam National Seed Corporation) 

Nguyen Hai Tho  Deputy Director General  

Le Thi Houng  Manager, Seed testing Dept. 

 

3. SSC (Southern Seed Company) 

Duong Huy Tu  Officer in charge of New Species  

Le Ngoc Anh Director, Seed Production Farm in Hanoi  

 

日本側プロジェクト関係者 

水野 忠雄 植物品種保護専門家 

内田 恭男 業務調整/研修専門家 

 

JICA ベトナム事務所 

山本 聡 企画調査員 

 

 

（２）安全作物分野 

MARD 関係者 

Le Quoc Doanh Director, DCP/MARD 

Tran Xuan Dinh Deputy Director, DCP/MARD 

Ngyen Nhu Hai Head, Food Crop Division/DCP/MARD 

Nguyen Thi Phuong Thao Head,Quality and Environment Management  

 Division/DCP/MARD 

Dao Ngoc Chinh Officer, Food Crop Division/DCP/MARD 

 

クアンニン省関係者 

Hoang Quang Hai Vice Chairman, Ha Long City 
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Ho Ngoc Hoai Head, Economics Division, Ha Long City 

Nguyen Thi Thin Technical officer, Economics Division, Ha Long City 

Ho Dinh Long Technical officer, Economics Division, Ha Long City 

Tran Thi Ly Vice Director, Extension Center, Quang Ninh 

Vi Tien Ha Head of Ha Tan Cooperative (model site) 

Le Hong Linh Head of Hong Hai Cooperative (model site) 

Le Thi Mai Plant Protection Station 

 

ハイフォン省関係者 

Tran Thi Nghia Vice head, Crop Production Division, DARD 

Ngo Trung Kien Officer, Crop Production Division, DARD 

Nguyen Thi Thu Technical officer, Agriculture and Fishery Extension Center 

Nguyen Van Chat Deputy Director, High-tech Center, DARD 

Xuan Luoc Board member of Cooperative (model site) 

Pham Van Mao Board member of Cooperative (model site) 

 

ホアビン省関係者 

Nguyen Hong Yen Deputy Director, Plant Protection Division, DARD 

Dinh Dai Quang Officer, Plant Protection Division, DARD 

Hoang Van Tuan Head, Plant Protection Unit, Hoa Binh City 

Hoang Bich Hue Deputy Head, Plant Protection Unit, Hoa Binh City 

Nguyen Hong Thahn Head of Cooperative (model site) 

 

ハーナム省関係者 

Nguyen Thi Vang Deputy Director, DARD 

Tang Xuen Hoa Vice Head, Crop Production Division/DARD 

Nguyen Thi Nham Officer, Agriculture Extension Center/DARD 

Truong Quoc Huong Officer, Sub-department of Product Quality  

 Management/DARD 

Pham Thi Law Huong Officer, Sub-department of Plant Protection/DARD 

Le Van Diep Officer, Sub-department of Product Quality  

 Management/DARD 

Nguyen Thi Vang Head of Cooperative (model site) 

 

タイビン省関係者 

Pham Thi Kim Hoan Vice Head, Crop Production Division/DARD 
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Tran Thu Hang Officer, Crop Production Division/DARD 

Dinh Thi Nu Head, Vegetable Production /DARD 

Doan Thi Kim Tu Deputy director, Agricultural Extension Center 

Pham Chi Hung Quality Management Division/DARD 

Le This Nhai Officer, Crop Production Division/DARD 

 

フンエン省関係者 

Doan Thi Chai Deputy Director, DARD 

Nguyen Van Trang Head, Crop Production Division/DARD 

Nguyen Tuan Phong Officer, Crop Production Division/DARD 

Duong Thi Kim Dung Officer, Plant Protection Division/DARD 

Nguyen Duc Chian Head of Cooperative (model site) 

Le Quang Chic Board member of Cooperative (model site) 

Vu Tsu Lan Member of Cooperative (model site) 

 

安全性確保のための検査強化プロジェクト 

中庭 裕司 プロジェクトチーフアドバイザー 

國本 和彦 業務調整専門家 

 

アジア開発銀行（ADB）適性農業規範（GAP）関連プロジェクト関係者 

David B Parsons Team Leader, Quality and Safety Enhancement of Agricultural  

 products and Biogas Development Project  

Pham Quang Toan Deputy Director General, MARD 

 

日本側プロジェクト関係者 

沼田 光夫 安全作物専門家 

内田 恭男 業務調整/研修専門家 

Nguyen Thi Hang プロジェクトアドバイザー 

 

JICA ベトナム事務所 

山本 聡 企画調査員 
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JICA
プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター

日本国大使館日本国大使館日本国大使館日本国大使館/ JICA

北部北部北部北部

PVPO NCPFT

Van Lam 
Station
（ハノイ）（ハノイ）（ハノイ）（ハノイ）

Tu Liem 
Station
（ハノイ）（ハノイ）（ハノイ）（ハノイ）

中部
南部

Ba Ria 
Station 

HCM Office

JICA 
専門家専門家専門家専門家

育成者

Quang Ngai 
Station

統括実施機関統括実施機関統括実施機関統括実施機関

DCP

種苗会社

①品種登録能力向上①品種登録能力向上①品種登録能力向上①品種登録能力向上

③意識向上③意識向上③意識向上③意識向上

MARD

関連活動

-東アジアPVPフォーラム
-オーストラリア知財課
-オランダ国大使館

他の他の他の他のDUSテストテストテストテスト

機関（機関（機関（機関（5機関）機関）機関）機関）

②②②②DUSテスト能力向上テスト能力向上テスト能力向上テスト能力向上

パイロット・サイトパイロット・サイトパイロット・サイトパイロット・サイト

普及員

実施機関実施機関実施機関実施機関

協力機関

- VAAS
- VSTA

パイロット省（ハノイ近郊）パイロット省（ハノイ近郊）パイロット省（ハノイ近郊）パイロット省（ハノイ近郊）DARD

Food Crop
Division

省レベル調整委員会省レベル調整委員会省レベル調整委員会省レベル調整委員会

- DARD
- DCP
- JICA専門家専門家専門家専門家

- 農民組合農民組合農民組合農民組合

アドバイザーグループアドバイザーグループアドバイザーグループアドバイザーグループ

-JICA関係者
- DCP

- 国立農漁普及センター
-DARD
-メディア

- 農民組合
- 植物保護局

- 研究機関/大学

郡普及

ステーション

②意識向上②意識向上②意識向上②意識向上

関連プロジェクト

- CIDA
- ADB
- その他

コミューン

普及員

①普及活動①普及活動①普及活動①普及活動

実施機関実施機関実施機関実施機関

協力機関

- DPP
- NCAFE

JICA
専門家・専門家・専門家・専門家・JOCV

普及員＆農民農民

JCC

PMU

プロジェクト実施体制図プロジェクト実施体制図プロジェクト実施体制図プロジェクト実施体制図

PMU

DCP：MARDの農作物生産局

PVPO：DCPの植物品種保護オフィス

NCPFT：国立農産物肥料試験評価センター

セミナー、

ワークショップ等へ

の参加、情報共有

普及員からの

安全作物

生産技術の提供

意識向上のため

の活動の提供

PVPPVPPVPPVP
安全作物安全作物安全作物安全作物
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４．協議議事録及び合同終了時評価報告書（英文）	
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